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令和３年度 あ さ ぎ り 町 議 会 第 １ 回 会 議 会 議 録 （ 第 2号 ）  

招 集 年 月 日 令和３年６月８日 

招 集 の 場 所 あ さ ぎ り 町 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 議 令和3年6月9日 午前10時00分 議 長 徳 永 正 道 

散 会 令和3年6月9日 午後 3時17分 議 長 徳 永 正 道 

応（不応）招議員

及び出席並びに

欠席議員 

出 席 １５名 

欠 席  １名 

○ 出席 △ 欠席 

× 不 応 招 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

 １ 小 谷 節 雄 ○ ８ 山 口 和 幸 ○ 

 ２ 岩 本 恭 典 ○ ９ 永 井 英 治 ○ 

 ３ 難 波 文 美 ○ １０ 皆 越 てる子 ○ 

 ４ 加賀山 瑞津子 ○ １１ 小見田  和行 ○ 

 ５ 橋 本   誠 ○ １２ 溝 口 峰 男 ○ 

 ６ 小 出 高 明 ○ １３ 森 岡   勉 ○ 

 ７ 豊 永 喜 一 ○ １４ 徳 永 正 道 ○ 

議事録署名議員 １番 小 谷 節 雄    ２番 岩 本 恭 典 

出席した議会書記 事務局長 山 本 祐 二   事務局書記 丸 山 修 一 

地方自治法第１２１ 

条により説明のた 

め出席した者の職 

氏名 

 出席  ○ 

 欠席  × 
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出欠等
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出欠等

の 別 

町 長 尾 鷹 一 範 ○ 教 育 長 米 良 隆 夫 ○ 

副 町 長 加 藤  弘 ○ 教育課長 出 田  茂 ○ 

総務課長 山 内  悟 ○ 
会 計 

管 理 者 
土 肥 克 也 ○ 

企画政策

課 長 
船 津  宏 ○ 

健康推進

課 長 
大 藪 哲 夫 ○ 

財政課長 田 中 伸 明 ○ 
農林振興

課 長 
万 江 幸 一 朗 ○ 

税務課長 池 上 聖 吾 ○ 
商工観光

課 長 
山 口 和 久 ○ 

町民課長 深 水 昌 彦 ○ 建設課長 酒 井 裕 次 ○ 

生活福祉

課 長 
蓑 田 輝 幸 ○ 

上下水道

課 長 
  林  敬 一 ○ 

高齢福祉

課 長 
木 下 尚 宏 ○ 

農業委員会

事務局長 
髙 田 真 之 ○ 
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会議に付した事件  別紙のとおり 
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議事日程（第２号） 

日程第 １ 一般質問（ ４人 ） 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 一般質問（ ４人 ） 

 

午前１０時００分 開 会 

 

●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。着席ください。 

◎議長（徳永 正道君）  ただいまの出席議員は１４人です。定足数に達していますので、これから本日の会

議を開きます。本日の議事日程は御手元に配付のとおりです。 

日程第１ 一般質問 

◎議長（徳永 正道君）  日程第１、一般質問を行います。順番に発言を許します。まず、７番、豊永喜一議

員の一般質問です。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  議長。 

◎議長（徳永 正道君）  ７番、豊永喜一議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  おはようございます。７番豊永でございます。通告に従いまして２点のこと

について一般質問をさせていただきます。まず最初にシルバー人材センターについてであります。高年齢者

にふさわしい地域社会に密着した臨時的かつ短期的またはその他の軽易な仕事並びにシルバー派遣事業を一

般家庭、企業、公共団体等から請負または委任により引受け、それぞれに合った仕事を会員に提供すること

により、生きがいの充実、福祉の増進を図りながら、活力ある地域社会づくりに貢献できることを目指す仕

組みとなっております。現状と課題を伺います。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  おはようございます。シルバー人材センターにつきましては、先ほど豊永議員より

説明がありましたようにほんとに地域の貢献度が高い、そしてまたシルバー人材の会員さんにとってみれば

本当に健康増進にもつながると。地域の活性化に多大なる貢献をいただいております。ただやはり高齢化が

進む中で、なかなか後続の次の世代の人たちの加入が少ないというような現状もあります。そういう中でや

はり需要に対して供給が間に合っていないという現状があります。この問題についてもいろいろと取り組ん

でいかなければならないところですが、詳細につきましては、副町長が理事長を兼ねておりますので副町長

のほうより説明をさせていただきます。 

◎議長（徳永 正道君）  加藤副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  シルバー人材センターにつきましてはただいま議員おっしゃいましたように、地域

社会に密着しまして、自主、自立、協働、共助の理念に基づき運営されている組織でございます。地域の日

常生活に密着しました就業機会を提供することによりまして、高齢者の社会参加を促進し、また高齢者の生

きがいの充実、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献をされて

おります。設置の目的に沿ってですね、活動を現在続けているところでございます。課題としましては先ほ

ど町長のほうからありました後に続くっていうか後継者といいますか、新規加入者のほうが少ないのが一つ

の課題と捉えているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 
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○議員（７番 豊永 喜一君）  はい。大まかな現状と課題につきましては大体理解をいたしました。具体的

にですねシルバー人材センターの直近３か年の収支状況の説明を願いたいんですが、すいませんが資料のほ

うを送っていただきたいと思います。それに基づいて説明もお願いしたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  直近３か年ということで今年度、令和２年度が役員会のほうには御報告、決算の状

況を御報告していたしておりますが、まだ総会が終わっておりませんので、令和２年度については大まかな

ことで割愛させていただきまして、２９、３０、元年度、３か年間分を報告させていただきたいと思います。

まず元年度はですね、大変申し訳ありません。これはちょっと原本では地肌が色刷りなっているもんですか

ら非常に見にくいですが、元年度がですね１億１,０６６万９,０００円でございます。すいません。口頭で

申し上げさせていただきます。２９、３０、元年ですが、平成２９年度は１億２,０００万です。１億２,０

９５万６５１円。１億２,０００万、それから３０年度が同じく１億２,０００万で１億２,０７２万４,３７

４円。元年度が１億１,０６６万９,４７９円でございます。で、２９年度が１億２，０００、３０年度も１

億２,０００元年度が１億１,０００ということで、２９、３０は１億２,０００台のペースで来たんですが、

元年度が１億１,０００ということで１,０００万ほどを受注が減っております。この元年度につきましては、

非常に心配をいたしまして順調に経営が行われるかということで大変心配をしました。元年度の８月ごろで

すね、内部で幾度も検討しまして、何とか黒字体制がマイナスにならない程度に頑張ろうということで、事

務局の職員と副理事長さんたちも入れてですね、体制づくりを強化しまして元年度はですね約１１万程度の

翌年度繰越しを年度決算で出すことが出来ました。で、今度の令和２年度につきましては、その後半の頑張

りがそのまま引き続きまして１億１,４００万。元年度よりも４００万ぐらい伸びる結果となっております。

ですから、２９、３０年度は１億２,０００万で流れ元年度は１億１,０００万に引込み、２年度については

４００万のびて１億１,４００万という形で２年度についてまた元の通りですね、元近くまで復活をしてい

るところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  はい、副町長がおっしゃいました金額につきましては、受託事業収益という

ようなことで理解していいんだろうというふうに思いますけれども、その中でですね、２９年３０年度にそ

れぞれ１億２,０００万あったものが、元年度には１億１,０００万ということで約１,０００万ほど落ち込

んでいますが、なんていいますかセンター、シルバー人材センターの頑張りによって持ち直したということ

であります。その内容についてはですね何といいますかその頑張りだけというだけでも計り知れない部分が

あろうかというふうに思いますけれども、令和２年では大体持ち直したということでありますけれども、昨

日の人吉新聞に人吉市のシルバー人材センターの総会の記事が載っていましたけれども、人吉市あたりでは

コロナ禍や豪雨災害等でですね、非常にちょっと受注額あたりが減少したという話が載っておりましたけれ

ども、当町においてはそういった影響等、についてはなかったんでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  本町のシルバー人材センターにおきましては、農業が約半分弱、それから高齢者と

かいろんな福祉の管理とかが約半分ぐらいで、９割以上は農業と施設の管理あたりなんですが、今回のコロ

ナの影響につきましてはの影響はほとんど受けていない状況でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  受託のですね事業の内容が農作業といいますか、そういったことが大半、半

分以上というようなことでありますけれども、数年前からするとその受託業務ですね、資料の中には民間と

公共、公共事業というふうにありますけれども、割合的にも民間のほうが非常に多いということは理解出来
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ますけれども、何て言いますかこの数年間で、そういった受託業務の受注に関して、そういった何ていうん

すか。分類の変化というものはわかりますかね、どういう変化があったのか。こういう作業が増えていると

かですね。 

◎議長（徳永 正道君）  副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  はい。受託内容の分類ということでございますが、１番大きいものはですね三島柴

胡が本町に令和２年度非常に安定をしてきまして要望が非常に多いということでございます。それから葉た

ばこの仮植あたり、シルバーさんとか高校生あたりさんが行っていただきまして、非常にその中でシルバー

に対してもですね大きくやっぱり要望があって、町の本町の農業に支援役立っているといいますか貢献をし

ている状況で、だんだんとその農業のもう作業業務について信頼を得てきているのかなというふうに感じて

いるところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  はい。コロナ禍あたりで、コロナ禍の影響はほとんど農作業の関係で影響は

ないというようなことでございますけれども、一つ大半がですね農作業ということであれば、農業支援セン

ターとの競合が非常に考えられますけれども、そこのところのこの仕事のですね、すみ分け調整というのは

どういうふうにされているんですか。シルバー人材センターと農業支援センターのですね。例えば三島柴胡

の除草が依頼されたときに、双方に行く可能性があるわけですよね。依頼が。そのときにすみ分け調整はど

のようにされてるんでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  基本的には農家の方がどちらを選ばれて、それに私どもはお答えをしているという

状況なんですが、農家の方の話を聞きますと、これは少し力が要るなと、重労働だなとか年配の方では難し

いかなということで振り分けて、支援センターに希望出されシルバーに希望を出されていることで、支援セ

ンターとシルバーのほうでこちらで調整というのはあんまりないように感じております。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  ちょっとした重労働といいますかそ、ういったところは若い方、若い方てい

えばおかしいんですけれども農業支援センターというようなことであろうかというふうに思いますが、賃金

に関してですね、その際ですね、賃金に関してはどうなるんでしょうか。差があるんでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  資料持ってきてるんですが、多分８４円ぐらいの差があったと思っております。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  はい。若干の格差が生じるということは理解出来ました。本人さんたちがで

すね何も不満がなければですね、別にこちらから何も言うことはないですけれども、そこら付近はお互いに

考えたところでですね運営していただきたいというふうに思います。そういうことで、非常に高齢者の健康

生きがいあるいは社会参加を応援するのがシルバー人材センターなんだということですけれども、１番最初

に課題として挙げ上げられたのがですね、会員数の減少なんだということはおっしゃっておられました。そ

こでお尋ねをいたしますが、現状ですね今直近３か年でもよろしいですが、会員数とですねそれから年齢階

層、それから平均年齢を説明をお願いしたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  先ほどですね単価、資料が出てきましたので御報告いたします。農業支援センター

のほうは一般の農業であれば事務費込みで９２０円でございます。とシルバーのほうは８３６円で差額はや

っぱり８４円で時給です。すいません。それから会員数の減少でございますが、２４、５、６年ごろだった
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ですかね緊急雇用対策事業というのが国のあれでありますのでそのときは特別な事情でありましたのでそれ

を除きますと、平成２９年度末が１８２名でございました。３０年度、翌年が１６８年で１６８人で１４名

の減、１年で１４名減です。令和元年度が１５４名になりましてまたさらに１４名減になりました。今年度

２年度末が１５２名で２人の減でございます。そして今月末先月ですが、それからさらに３５名減りまして

１１７名になっております。ですからこの４年ぐらいで１８２名の方が１１７名になっております。これが

減少の流れでございます。次に構成でございますが、１１７名の内訳でございますが、６０歳から６４歳、

６０歳から６４歳が１名です。６５歳から６９歳が３２名で２７.４％でございます。７０から７４歳が４

６名で３９.３％、ここが１番多くて約４割ですね。それから７５から７９歳が２７名で２３.１％です。８

０以上の方が１１名で９.４％いらっしゃいます。これが年齢の構成です。それからですね平均年齢が平均

年齢のお尋ねがあったと思いますが、最盛期２６年度が２０６名で多かったんですが、その時が７０.９歳

です。５月末、最新の１１７名のときが７３.３歳が平均年齢でございます。以上でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  はい。２９年度から比べれば、現在１１７人ということで３５人減ってると

いうなことでございますけれども、非常にですね高齢化が進む中では会員の減少というのが現実にあらわれ

ている数字でありますけれども、これについてはもう定年延長とかいろんな問題があろうかというふうに思

いますけれども、現在の平均年齢が７３.３歳、非常にもう今では７０代でもですね元気がよくて現役です

よね。それをこれ考えれば考えるとそれ以下の方の年齢のほうが非常に関心が薄いというか、そういったこ

とが考えるわけですけれども、この原因というものは何か探っておられますか。 

◎議長（徳永 正道君）  副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  一応加入されない原因でございますよね。例えば１つの例としますと、業務の内容

が農業とあと施設の管理あたりが多いもんですから、それの年代の方がいらっしゃっても、私は農業が出来

ないから行くのをちょっと億劫がられていらっしゃるとかですね、業種のミスマッチといいますかそういう

のが多分１番多いのかなあというふうに思っております。それの対策として今高齢福祉課とシルバー人材セ

ンターのほうでですね事務局のほうで今後今年の目標課題として捉えているのが、その農業の経験のない人

が農業するために、何らかの方策が必要じゃないだろうかと。新しい会員を増やすためにですね。そういう

検討を始めることにしておりますので、全く経験ない人、何らかの形でですね、そちらに導こうという対策

を本今年度考えていきたいと思っております。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  はい。課題としては会員数の減少というようなことでありましたけれども、

逆にその受託業務ですね、受託業務の受注件数というのはこれからですよ横ばい傾向なのか、あるいは増え

ていくのか、そこら付近の予測というのは出来てるんでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  最近の状況ではですね、仕事は多くなりまして会員さんが少ないという状況でござ

います。これは支援センターも同じような状況です。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  ということは、それらの課題を解消するためには、早急に会員数の何ていう

んですか、加入あたりを加入促進をしなければ、ちょっと仕事にも業務上にも支障が出るという話になろう

かというふうに思いますけれども、確かにおっしゃるとおりですね、人間ですから好きな作業を嫌いな作業

って言ったらなんですけれども、あくまで仕事ですから、本来ならば選ばれ選べないというふうに思うわけ

ですけれども、ただし軽作業、除草とか云々についてはですね簡単な作業になりますからできると思うわけ
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ですよね。そこら付近の啓発活動というのがですよ、例えば農業で言うならミシマサイコ、あるいはたばこ

の仮植作業とかですね、ああいったやつは何回か経験すればもうできるというふうに思いますけれども、そ

こらあたりがですねもう少し広報あさぎりでも募集をかけていらっしゃいますけれども、なかなか伝わりに

くい。そして今の６０歳、シルバー６０歳からだけんですね。非常に忙しいですよね。仕事にしても趣味に

しても、そこら辺生活感の違いというかそういったこともあるんではなかろうかというふうに思いますけれ

ども、そういったことで何かをですね違ったことをやらないと、そこら付近も解決しないんではなかろうか

というふうに思いますが、いかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  はい。今議員のおっしゃるとおりですね全くそのとおりだと私たちも思っておりま

す。何かをですね、会員さんを増やすために何かをしなくちゃいかんと。いう形でこれまでは今おっしゃっ

た広報あさぎりとか区長会でお願いするだけでございましたが、今回新獲得に向けてですね対象者を絞って

個別に当たったり、あるいは農業の体験といいますか講習会といいますか、全く勤め人の方が農業に行った

り、多分ほんとに億劫がられるんですよね。違う職種だもんですから、そういうことでパッと通り一辺倒な

募集じゃなくて、今回は事務局力を入れてですね、その対象者の方に個別に当たって少しずつでも地道に努

力するほうがいいかなということで、ポッポー館でですねコロナの前はちょっと何回か行いましたが、シル

バー人材の概要の紹介とかですね業務の紹介とかをスタートをいたしました。そういう形で何らかですねい

い方向を見出してですね進めていきたいというふうに考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  なかなか難しい部分もあるかというふうに思いますけれども、一つはですね

人手の確保については、生活に余裕があってですね、自分の経験を生かしたりあるいは地域社会に貢献した

いという人たちは非常によかっですけど、年金ばかりでは食ていけないと、暮らしていけないという方につ

いてはですね収入の確保もこれはもう必ずしもどやんかしてやらないかんというふうに思うわけですよね。

ですから、そういう人たちを対象にっていうことはなかなか言いづらいんですけれども、幾ら幾らかの生活

の足しにもなりますというような話は少しはしていいんではなかろうかというふうに思うわけですよね。で

すから先ほど言われた賃金のほうの時間当たり８３６円ですか。そういったことも載せられてですね、１時

間でも２時間でも構いませんからというようなふうにしないと、なかなか会員さんあたりは増えていかない

んだろうというふうに思いますけれども、そういう場がふさわしいのかふさわしくないのかわかりませんけ

れども、後期高齢者、あの高齢者のですねワクチン接種がもう既に１回目も終わりましたけれども、ああい

った会場の中でもですね呼びかけてはいいんではなかろうかというふうに思いますけれども、ワクチンとそ

のあれは一緒くたにするわけいきませんけれども、いかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  はい。いろんな場でですね高齢者の方が集まるいろんな場で、その内容も説明させ

ていただきましてですね、今この冒頭申し上げさせていただきました社会参加をまずしてみなさらんでしょ

うかとかですね。生きがいそれから健康の増進、ひいてはやっぱり地域社会の活性化につながりますので、

そういう今おっしゃっていただきました収入の確保も向けてですね、まあ多目的といいますかたくさんの目

的を持ってですね、そういう何といいますかね粘り強くといいますかねＰＲをさせてですね、それがまた本

町の農業なりいろんな福祉施設なりの支援、支援といいますか力になれるその生きがいも知ってもらって、

それがシルバー人材の務めであるかなというふうに考えているところです。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  はい、ぜひですね、そういったことでお願いをしたいというふうに思います
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が、シルバー人材センターの活動の中で会員を募集しています。高齢者の就職相談窓口を設置しています。

就職に役立つ技能講習を実施しています。ボランティア活動サークル活動も行っています。事務所の方への

お仕事の依頼をお待ちしていますということで、これはシルバー人材センターの県の連合会のページ載って

るわけですけれども、実際これらのことをですねあさぎり町のシルバー人材センターの中でも今コロナ禍で

会合あたりはなかなか出来ませんけれども、こういったことを実際やられているんでしょうか。今言った内

容ですね。 

◎議長（徳永 正道君）  副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  今申されたことの全ては出来ておりませんが、幾つかは実施させていただいており

ます。今後例えば植木の剪定講習会とかですね、刈り払い機の安全講習会とかいろんなものをですねもうこ

れからはですねしっかりと会員減でありますので、これまで余りこう何とかやってこれたもんですからです

ね、取り入れてですね安心して来ていただけるシルバーさんということを目指したいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  はい、運営についてもですねその役員さんと会員さんあたりの努力で経営収

支状況についてもですね繰越金を出すような金額で町の助成金もですねもらわずに立派に運営してるんだろ

うというふうに理解しております。続けてですねぜひ会員の減少もありますけれども、ぜひ頑張っていただ

いて、引き続きですね運営していただければというふうに思いますけれども、町長に一つお伺いしたいんで

すが、将来の構想としてですねシルバー人材センターも地域商社あさぎり財団という構想の中に入るんでし

ょうか。シルバー人材センターがですね。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。私の施政方針の中であさぎり財団にはふるさと振興社と農業支援センターを

一緒にしてというふうに書かせていただきました。今準備室を設けまして、少しずつあさぎり財団を来年４

月１日に発足するような今準備をしております。支援センターにつきましてはですね、少し遅れて一緒にな

ろうと考えてます。その理由は特定地域づくり事業協同組合、いわゆる人材派遣会社こちらのほうを先に立

ち上げまして、そちらを先に動かしてから農業支援センターと一緒になろうと。令和４年があさぎり財団の

設立、令和５年が特定地域づくり事業協同組合の設立、で令和５年ぐらいに令和４年５年６年ですね。令和

６年ぐらいに農業支援センターも一緒に活動していきたいと考えてます。やはりシルバー人材センターの会

員さんの確保も大事な取組ですので、農業支援センターで取り組んでいただくと思いますが、やはり若手の

方も今度はどんどん担い手として育てていかなければならない。それともう一つはやっぱり福利厚生を充実

していく。それから収入を安定させていく。そういう意味では特定事業協同組合のほうは、特定地域づくり

事業協同組合のほうは、国県町の支援もありますので、そちらのほうに力を入れていきたいと思います。議

員が今お尋ねのシルバー人材センターにつきましてはですね、取りあえずはまだそのままの形で継続しなが

らお互いに連携をとってやっていきたいと思います。ですからシルバー人材センターの仕事を仕事としてち

ゃんと確保しながらですねそしてその足らない部分を特定地域づくり事業協同組合で賄ったり、また仕事の

内容によってはすみ分けをしたり、どちらも共存共栄ができるように、それぞれの特徴を持った組織にして

そして利用される農家さんとか、あるいは福祉の団体の職場からですね、ちゃんとニーズにこたえられるよ

うな組織にしていきたいと思ってます。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  はい。将来の構想としてはまずシルバー人材センターはそのまま継続という

なことで理解しておきます。最初にも申し上げましたけれども、シルバー人材センターにつきましてはです

ね、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化、
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医療費や介護費用の削減のため今後もですねますます一層ですね運営のほうには会員数の確保とともに頑張

っていただければというふうに思います。そういうことでこの次の質問に移らせていただきます。２番目の

質問です。ふるさと振興社の方向性についてというなことで、３月の定例会時で町長の施政方針の中で、ふ

るさと振興社と農業支援センターを統合し、一般財団法人あさぎり地域づくり推進機構案設立の準備を開始

するということでありましたが、双方ともにあさぎり町の農商工業の中核を担う重要な組織であります。地

域商社あさぎり財団の設立準備状況とふるさと振興社の現状と課題、将来の方向性を問います。先ほどの町

長のほうにですね、もう若干設立準備状況を聞きましたけれども、もう１回すいませんが再度お願いしたい

と思います。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、今ふるさと振興社のほうに、以前農業農林振興課長の甲斐さんにですねふる

さと振興社の社長に本年の２月に就任していただきました。行政の流れもよくおわかりいただいてますので、

そういう中で今あさぎり財団の設立準備室を立ち上げました。そこにはふるさと振興社の従業員も関わるわ

けですが、行政のほうからは商工観光課とそれから農林振興課のほうからもですね若い職員がお手伝いをす

るというような形で今参加してます。一応まだふるさと振興社の総会がありませんので、総会が終了しまし

たらですね、今大体その準備のスケジュール等はもう準備しているところですが、具体的に活動を始めてい

きたいと思ってます。ふるさと振興社につきましては、ふるさと納税がまた令和２年度も増えましたので返

礼品の取扱いで売上げはまた上がってきてます。上がってきてますが決算等を見ますとですね、案外経費が

上がってない。よく頑張っていただいてる。非常に作業の効率化が出来ていると。それとやはり職員さんの

意欲が出来てきてるということで、今あさぎり町にふるさと納税をしていただく方からもう少し返礼品をメ

ニューを増やしてほしいというようなお声もいただいてますので、今早速ですね、ふるさと振興社の従業員

たちが主体になって返礼品の準備をやってます。幾つか候補も出ましたので、それの準備に向けてやってい

るところです。高額なものから適正な価格のものまでですね、いろんな種類を増やしていこうということで

そういうものも増やしながら今後はその販売の仕方ですね。あさぎりでできる農産物の販売の仕方、こうい

うものにも取り組んでいきたいと思います。いろんな販売の仕方があるわけで、メインはやっぱり農協の流

通を通っていくのがメインになりますが、ある程度加工することで付加価値を上げて売るとか、やはりあさ

ぎり町が１番不利なのが消費地に遠いということで、やっぱり運賃がかさむわけですよね。ですから商品の

単価を上げていかないと、やはり利益が残りませんので、そういうような考えからですね商品の開発に力を

入れていく。そしてまたその販路拡大をしていく。そういうことをふるさと振興社の流れを組みながらあさ

ぎり財団でも取り組んでいきたいというふうに考えてます。で、今ふるさと振興社の従業員も先ほども言い

ましたように頑張ってくれていますので、そこにいろんなですね経験を持ったり知識を持った人たちと交流

をすることで、さらにふるさと振興社がいろんなスキルを身につけることで商品開発販路拡大も盛んになっ

てくるんじゃないかとそういうふうな方向で進んでおります。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  はい、振興社については返礼、ふるさと納税の影響が非常に大きいというこ

とで、返礼品が非常に伸びて、収益も改善してるということで受けいたしました。経営状況についてはです

ね、また同僚議員のほうから明日質問がありますので差しおいて控えさせていただきたいというふうに思い

ますが、ふるさと振興社のインターネットで押しますと、非常によか写真が載ってですね、そういうまず文

面が出てきますがちょっとそれを読ませていただきますが、豊かな緑と水に恵まれたあさぎり町のおいしい

ものを広く発信していくために生まれた。私たちの願いは、生産者さんたちが丹精込めてつくった野菜や果

物、肉や卵を取れたての新鮮さで味わっていただくこと。誰がどこでつくったかを明記したラベルや思いの
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こもったコメントは、安全で安心して召し上がっていただける自信のあらわれです。当店でしか扱っていな

い商品もたくさんございます。ふるさと納税の返礼品としてもご好評いただいているおいしい自然の恵みを

ぜひご覧くださいというなことで、ご賞味くださいって書いてあります。その中でインターネット販売とか、

農産加工センターの運営、自社商品の開発販売、ふるさと納税の返礼品、イベント開催、展示会、商談会出

展サポート勉強会の開催ということで事業内容あたりが述べられているわけですけれども、こういったこと

が振興社の役割だろうというふうにも私も思いますけれども、これがですね結局町長がいわゆるあさぎり財

団のほうに移行したときにこの事業内容あたりが変化があるんでしょうか。このまま継続する部分といや新

たにまたこういうこともしなければならんという部分が出てくるんでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。私も町長に就任しても間もなくコロナの影響でほとんど販路拡大の事業がふ

るさと振興社はですね出来なかったわけですが、いろんなイベント等があります。東京のビッグサイトあた

りのですねブースをつくって、そこであさぎり町の品物を見てもらって販路を拡大する方法もあると思うん

ですが、私は１番いい方法はデパートなんかの催事販売です。やっぱり対面で一人一人のお客さん、なんか

そういうビッグサイトに行って大きい取引を狙ったほうがその取引額も大きくなりますので皆さんそちらを

狙いがちですが、じゃなくて、やはり１個１個から売っていくことのほうが私は将来的には販路を拡大する

ことができると、自分なりにそういうふうに考えてますので、そういう事例としてはですね五木屋本舗さん

の山うに豆腐とかそれとか山江堂の栗とか、もうこれはもうもう全てもう対面販売でお客さんをつくってい

って、その中からやはりお店屋さんが取引をしたい。問合せをしたいというお店が出てきてもう徐々に徐々

に販路が広がったわけですよね。だからやっぱり売手がお客さんと対面しながらその熱意を伝えていく。こ

の商品の価値というのは、商品そのものだだけじゃなくて、つくり手の熱意をどう伝えていくかなんですよ

ね。そういうものをやりながら販路を拡大していきたいと思います。私も実際そういうことも経験してきま

したので、そういうのをですね若い職員さんたちと一緒にやっていけたらなと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  町長のおっしゃるのは顔の見える販売というなことだろうというふうに思い

ます。そういうことも大事であろうかというふうに思いますが、なかなか例えばですね、ふるさと振興社の

現状の社員さんの人数でそこまでやれるのかという行ったときになかなか難しい面もあるかというふうに思

います。ですから１段階ステップアップした段階のときに、先ほど私が聞きましたのは、今の事業内容等を

比べてですね、何を強化して何をぼんぼん進めていくんだということが聞きたかったわけですよ。といいま

すのが、ふるさと振興社のその発足時はですねやっぱり公益性と経済性が求められる２面性があると思う思

うわけですよ。ですからどっちば大事すっとかいっていう話になったときに非常に難しか運営をせざるを得

ないわけですよね。ですからそこら付近も含めたところに地域、地域商社のあさぎり財団に移行したときに

ですよ、その辺辺りをどういうふうにされるのかなというふうに思いまして質問してるわけですけれども。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、今取り組んでおりますのは、ネット販売ですよね。ネット販売の強化、それ

と今受託生産とか委託生産をしているわけですが、その設備についてですねやはりもう老朽化した機械もあ

るし、さらに新しい機械を入れて効率を上げていくとか、いい商品をつくっていくとか、そういうところが

取りあえずのやるべきことです。これまではなかなか資金のめどが立ちませんでしたが、昨年、令和元年令

和２年というふうに利益も出てきて、内部留保も出来てきましたので、そういうものを使ってですね、ある

いは補助金を使えるものは使って、そして受託委託生産の充実化も図っていきたいというふうに思います。

そういう中でやっぱり新たな商品開発、これはあさぎり財団だけじゃなくてですね地元の農家さん、あるい
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は商工業者、そういう人たちと連携しながら言うならば、官と民が一体になって商品を開発していってそし

てそれを民で生産して販売していってもらう。だからふるさと振興社そのあとのあさぎり財団というのは、

その準備の段階で、１番時間とお金がかかるところであさぎり財団がやっていって、それが商品として流通

できるようになったときに、民間のほうでそれを引き継いで継続してやっていただく。そういうふうなこと

をですねもちろん今の従業員さんの数とかだけでは出来ませんので、やはりそこはまた人を集めながらいろ

んな経験を持った方たちも参加していただきながらやっていきたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  そういうことについて話を伺いますとですね非常に期待する部分のほうが大

きゅうございますので、ぜひ準備段階においてもですねその報告あたりをしていただいて、ぜひ官民一体と

なったですねすばらしいものが出来上がるように期待しておるところでございますので、よろしくお願いし

たいと思います。それともう１点お聞きいたしますけれども、ふるさと納税の返礼品が非常に好評だという

ことでございますけれども、２８年から始まりまして２８年が３,１００万、７０品目で始まって、令和２

年度は２億３,２００万。それから２４３品目というようなことでなっておりますけれども、ただ私がちょ

っと驚きましたのはですね返礼品の１番人気がですね馬刺しなんですよね。あさぎり町には馬のおったかな

あと思って思ったんですけれども、なかなかこれが５７％だったんですけど、そこら辺をちょっと資料を使

って商工観光課長に説明していただければと思いますが、返礼品の件です。 

◎議長（徳永 正道君）  企画政策課長。 

●企画政策課長（船津 宏君）  はい。商工観光課長からということですが、ふるさと、失礼しました。ふる

さと寄附につきましては企画政策課のほうで所管をしておりまして、こちら資料もですね企画政策課のほう

で取りまとめているものでありますのでこちらのほうから若干御説明をさせていただきたいと思います。今

議員おっしゃられたようにですね、２８年度から令和２年度までの資料をまとめておりまして２８年度は寄

附総額３,１００万程度だったものが、令和２年度では仮決算ですけれども、２億３,２００万とかなり上が

ってきております。おっしゃられたようにですね３０年度ごろまでは農産物の栗、桃、梨、それから季節の

フルセットなどが上位であったんですけれども、令和元年度以降はですね、馬刺しが急上昇をしておりまし

て、ただよく見ますともともとあった桃、栗、梨の件数については、以前の受注件数をキープをしていると。

馬刺しが上昇していることにつきましてはですねちょっと原因がこちらでも推測でしかわからないんですけ

れども、ちょうど馬刺しのブームがあったんではなかろうかと。このふるさと寄附全体の中でですね。取扱

いが熊本県の共通産品ということであさぎり町も取扱いができるということでメニューに入っておりました。

それともう一つは令和元年度にですね広告を打ちまして、この広告がですね首都圏、関東地方の主に首都高

速とか道の駅で配布されるフリーペーパーこれを３か月間、１５万部配布をした広告を打っております。こ

の頃からが伸びが出ているということで、３０年度から令和元年度以降にかけて町でですね特段ふるさと寄

附の強力なＰＲを打った経緯もちょっとないもんですから、その辺の効果が出ているのかなというふうなこ

とでその馬刺しのブームと広告の件とあとは購入者の方々がですねこれ前の担当、今の担当も言っておりま

すけども、購入された方がですね口コミといいますかＳＮＳでですねツイッターとかあそこのがここのがい

いと、やっぱ馬刺しもどこからどこの市町村も扱ってる状態ですので、あさぎりのがなんかちょっといいよ

みたいなそれが広まったんではなかろうかと、これも推測でしかないんですけれども。そういうような経緯

があるようです。令和２年度もさらに増額しておりますけどもこれはですねコロナの巣篭もり需要とそれか

ら豪雨災害の見舞いとか支援の関係で増額したのではないかと。これも推測でしかありませんけれども、そ

ういう分析をしておるところです。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 
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○議員（７番 豊永 喜一君）  はい。なかなか予測がつけがたい部分もありますけれども、令和３年度にお

いても今先ほど町長は品目をちょっと増やしたいという話もされていましたけれども、この品目自体は前年

度と変わらないということで理解してよろしいんですか。 

◎議長（徳永 正道君）  企画政策課長。 

●企画政策課長（船津 宏君）  はい。現在の品目については今先ほど町長がおっしゃいましたように、新た

な特産、地元産品の開発は目指しておるところですけれどもメニュー自体については今のところは変わって

ないです。はい。 

◎議長（徳永 正道君）  豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  願わくば地元産品がですね返礼品のトップに来るような努力をしていただき

たいというふうに思っております。ぜひ今後もですね、ふるさと振興社、ぜひあさぎり町のですね産物とい

うことで官民一体となったところでぜひ頑張って運営していただければということで私の一般質問を終わら

せていただきます。 

◎議長（徳永 正道君）  これで７番、豊永喜一議員の一般質問を終わります。ここで１０分間休憩をいたし

ます。 

 

休憩 午前１０時５１分 

再開 午前１１時０１分 

 

◎議長（徳永 正道君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に、１０番、皆越てる子議員の一般質

問です。皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  議長。 

◎議長（徳永 正道君）  １０番、皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、お疲れさまでございます。１０番、皆越てる子でございます。

通告に従いまして一般質問をさせていただきますが、その前に一言お許しをいただきまして御報告させてい

ただきたいことがありますのでよろしくお願いいたします。といいますのも去る５月２７日付けの人吉新聞

で御承知かと思いますが、郡婦連に感謝状、人吉市社協災害ボランティアを支援したというようなことで令

和２年７月７日豪雨で市が設置した災害ボランティアを支援した球磨郡地域婦人会連絡協議会に感謝状を送

られたというようなことでございました。東西セミコンに開設した８月１日から１１月末日まで受付業務を

支援、新型コロナウイルス下でスタッフの確保も難しい中、ボランティアを明るく迎え元気づけたというよ

うな内容でございました。婦人会員も減少する中、その前はあさぎり町内でボランティア活動をしていただ

き、この場をお借りいたしまして感謝申し上げます。また、４月より住民参加型在宅福祉サービスとしてか

ちゃあボランティアを立ち上げていただきありがとうございます。新型コロナワクチン接種の折にボランテ

ィアの方にお会いしましてお手伝いさせていただいております。お金をいただけるんですよ。時間は２時間

ですけどという声をお聞きし楽しく生き生きと働いておられる様子を感じたところでもありました。シルバ

ー人材センターの営業を妨げない範囲でという文言も含まれているようです。現在の状況をお伺いしました

ら、受注者は少ないがボランティアの申込みが増えてきているという現状もお聞きしているところでござい

ます。少しずつ地域に寄り添い支え合い活動が末永く続きますよう願っておるところでございます。それで

は通告に従いまして最初ヘルシーランド温泉を拠点とした健康づくりはということで質問させていただきま

す。ふれあい福祉センター改修工事完了に伴いまして、社会福祉協議会の事務所も移転となり今回上程され

る予定の条例案によりますと、温泉センターと交流センターという名称に変更されまして、健康づくりの拠
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点としての施設の一部は健康器具を配置しての健康づくりが進められようとしております。周辺を見渡して

みると管理が行き届いていない箇所が見受けられます。最初に施設内の利用計画、全員協議会の折にも示し

ていただきましたが、健康ホール、多目的ホール、第１研修室、第２研修室については時間、利用料金等も

説明いただきました。残りの部屋について幾つかあると思いますが、御検討されておればそれをお伺いいた

したいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  冒頭皆越議員のほうから御紹介がありました球磨地域婦人会の皆様には、あさぎり

町内の被災された皆さん方の片づけ等その時にも大変ほんとにお世話になった次第です。また引き続き球磨

郡内でも御活躍いただいたということを御紹介いただきました。地域婦人会の皆さん方にはこの場をかりて

厚く御礼申し上げたいと思います。またかちゃあボランティアもですねこれは社会福祉協議会のほうで発案

されたことですが、私も高齢者の方がお１人であるいはお２人であってもですね、もうごみを捨てに行くそ

の力がないというようなことで、こういうふうなごみ捨ての場合は１回１００円というふうになってますが、

こういう制度を社協のほうで考えてもらっていい制度だと考えております。今後ますますですねそういうも

のが利用されるように、私たちもしっかりとＰＲしていきたいと考えているところです。それからふれあい

福祉センターにつきましては、また担当のほうから詳細に説明させていただきますが、またいろんなことが

まだこれからという部分もありますが、既に決まっているところについては御説明させていただきたいと思

います。 

◎議長（徳永 正道君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  はい、ヘルシーランド内の社会福祉協議会が利用しておりましたデイサー

ビスセンター及び上保健センター部分につきましては、今議会に条例の一部改正を提出しているところでご

ざいますが、今後は、会議や住民の方の趣味等の集まりの場、または健康推進の拠点となるような施設とし

て利用していきたいと考えております。利用できる部分としましては、多目的ホールと研修室、デイサービ

スセンターとして利用されておりました部分については、現在ＳＷＣ事業等で利用をしておりますが、今後

も住民の方が健康づくりに利用できるような拠点としての利用を考えているところでございます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、条例に提案されるのはその３ヶ所というようなことでございま

す。ですけども厨房とかですね、応接室、また社会福祉協議会が事務所としておりましたところはどういう

ふうにお考えいただいてますでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  蓑田生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  はい、まずはデイサービスで利用されておりました浴室の部分でございま

すが、この部分につきましては現状のままでは利用が出来ないという状態ですので、今後検討していく必要

があると考えております。と社会福祉協議会が入っておりました事務所の部分になりますけど、この部分は

現在の温泉センターの管理をしていただいております指定管理者の管理部分でございますのでそこの事務所

として利用していただく計画となっております。あと上保健センターであった部分の研修室第１第２ですけ

どこの部分につきましても、研修室として利用は可能であるというふうには考えておりますが、ちょっと流

しであったりとかですねそういう部分が残っている部分はございますけれども、小規模な会議等での利用は

できるというふうに判断しているところでございます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越委員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  わかりました。この厨房はですねまた冷蔵庫が２台ありまして、まだ

電源が入っている状態ですので、ちょっとそのままこの継続して電気やはり冷蔵庫が壊れるといけないので
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電気はそのまま付けておられるのかなあという考えでおります。この第１研修室がですねちょっとこのまま

の状態では使われないのではという懸念をしておりますので、少しそこら辺もですねお金をかけないといけ

ないのかなあという予感がしますので、そこ辺のところのお考えはいかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。その辺のところはですね、もう少しその使用目的をはっきりしましてからそ

れから必要なところは改修ということになると思うんです。今あそこもいろいろこうアイデアが出てる状態

ですが、今のところはまだちょっとそこを具体的にですねワクチン接種等もあってる関係もあるんですが、

そういうところが一段落しましたらあそこの利用をどうしていくのかというのをしっかり考えていきたいと

思ってます。またいろんなアイデアをいただければと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、わかりました。これもですねすぐすぐというようなことは出来

ませんけども、しっかりと検討いただいていい部屋をつくっていただきたいと思います。私もですね時代を

顧みますと、旧上村時代ではですね現在も当時のまま掲げてあります栄養教室の部屋ではですね月１回のヤ

ングミセス教室というようなことで料理教室がありました。今でもですね当時の平成７年ですけどもそのレ

シピを活用させていただいて料理をつくっているというような現状でもあります。また、多目的ホールでは

ですね、３Ｂ体操というようなことがありまして、私もそこに参加させてよく利用させていただきました。

新型コロナウイルスワクチン接種をすませですね健康器具を使って健康づくりが早くできることを願いまし

て、いつごろこの健康器具を使用して体操ができるのかどうかその辺の予想がついておられたらお願いした

いと思いますけど。 

◎議長（徳永 正道君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（大藪 哲夫君）  はい。健康器具でございますがエアロバイク関係でございますが、現在購

入の手続を進めております。９月にですね、９月には本年度の第２期生といいますか、の方々の教室を開講

したいと考えて現在計画しておりますので９月までにはですね、その器具等の購入を済ませたいと考えてお

るとでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越委員。はい。第１期生の方もですね楽しみにしておられますので、早くですね

実現するように御努力、またコロナ禍で大変と思いますけどもよろしくお願いいたします。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。第１期生の方もですね楽しみにしておられますので、早くです

ね実現するように御努力、またコロナ禍で大変と思いますけどもよろしくお願いいたします。２番目として

施設内施設替えのですね敷地の現状をお伺いいたします。以前はですねゲートボールをされておられる光景

をよく見かけておりましたが、現在使用されておられる方は見受けられませんが、どのようになっているで

しょうか。またあわせまして町で管理するものか、指定管理者にお願いしているものかその辺も含めてお伺

いいたします。 

◎議長（徳永 正道君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  はい。ヘルシーランドの外構部につきましては、ゲートボール場を含めて

指定管理者にて年３回の除草等と年１回の樹木剪定をお願いしているところでありますけれども、草きりの

成長になかなかこうの回数では対応が追いつかないというような現状でございます。ゲートボール場につき

ましては、ゲートボールが盛んであった時期には使用される団体の方が管理をしていただきまして手入れの

行き届いた状態ということでございましたが、ゲートボールが衰退していくとともにゲートボール場も利用

がなくなってしまいまして、今のような状態になってしまったということでございます。ヘルシーランドに

つきましては、町内外から多くの方がお越しいただく施設でありますし、来ていただいた方に不快感を与え
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るような状態ではいけないと考えておりますので、年間を通して適切な状態を保てるように機材の導入等も

考慮しながらですね手入れ行き届いた施設として利用、御利用いただけるよう改善していきたいと考えてお

ります。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越委員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。今課長の答弁によりますと、指定管理者に年１回の樹木剪定と

か草刈りでは間に合ってないというような現状の御報告でございました。町としてどういう方法をとったら

いいという方策がありましたらお願いしたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  はい、草木等の手入れつきましてはやはり今現在が刈り払い機で行ってい

る状態で、それですと人手も要りますし時間もかかるということで、その辺をスピード感を持って対応でき

るようにが少し大きめの芝刈機のようなものの導入とかも考えて、それによって年３３回ではなくて人手も

少なく時間も短く対応できるような方向を今考えているというところでございます。以上です。 

●町長（尾鷹 一範君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。やはりですね町でするっていうか大きいが物を買ってするとい

うのも大変だと思いますので、ちょっと私、以前のことを申し上げて大変恐縮なんですけども、敷地内全体

のですね清掃作業もですね指定管理者の方に任せるというのも本当に無理なことだと思いますので、上地区、

指定管理者になる前のですね上地区の状況を少しお話しさせていただきますと、上地区のですね老人クラブ

で川南川北口に分かれまして年２回ほどですね数名の会員の皆様へ出席を求めて敷地内全体選定等も清掃作

業をしていった時代がありました。指定管理に移行してからは、老人クラブのボランティア活動もなくなっ

たというようなことでございますので、町長が言われる官民一体となった取組といたしまして、あさぎり町

の温泉センターも一つとなりましたので私も指定管理者との話合いによって地域づくり、地域への支援とし

て継続してもいいかなと思いますが、老人クラブとのコラボについてどうお考えでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。すいません。まだ私もしっかり見てないもんですから、一度まず、まずは現

場を見てみたいと思います。それから今皆越議員から御提案のあったその以前ですね老人クラブでいろいろ

ボランティア活動していただいてたということも拝聴しましたので、そういうことも含めてですね、本当に

官民一体でみんなでやっぱりきれいな庭園をつくっていく。後には白髪岳という築山もあるわけですので、

そういうものも生かしたですね、ものに出来ないか、まず検討してみたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、町長の答弁で検討してみたいというようなことでございますので、どうかで

すね老人会長会議があると思いますので、そのときに発信していただけたら結構かな、そう思いでおります。

環境が整備されますと浴室からの眺めも心身ともに癒されるのではないでしょうか。３番目といたしまして

免田川に架かるつり橋の石橋を含めた今後の管理整備についてお伺いいたします。以前のですね録画配信を

何回とも見ました。つり橋もですね、つり橋の石田橋の修復工事にかかる金額もですね、以前町長が示して

いただき、検討の余地を伺わせておられるような録画配信でございました。現在どのようにお考えでしょう

か。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。以前、議員からほかの議員から御質問があったときにですね、もうあそこの

やっぱり利用頻度、それからそれにかかる工事費を考えたときにもうこれは撤去の方向でというような考え

でいるところです。ただやはりまた撤去する前にはですね、地区の皆さんたちの、特に塚脇の方たちが利用
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されたと経緯も聞いてますので、いろんなこれからまた座談会等をやっていきますのでその中で石田橋のこ

とについても意見を拝聴したいと思います。またシンボルロードも今度からサイクリングロードとして整備

しますので、それとの関連もまた考えて、その辺はもういきなりやめるじゃなくてもう少し検討してから決

めたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、わかりました。録画を見てやはり町長もまだ余地があるのかな

あというようなちょっとお顔でしたので、また再度お伺いしたというようなことでございます。敷地を出て

ですね免田川に架かる吊り橋の石田橋を渡りますと百太郎溝が免田川の下をサイホンによって地上にあらわ

れ、右折するとシンボルロード完成句碑が平成１０年３月吉日歌手の八代亜紀さん、うっちゃんの内村光良

さんや、昭和２５年に当時の皇太子殿下の家庭教師のバイニング婦人も訪れた八ヶ峰分校、別名月明学校の

著者三上慶子さんの春蘭や父在りし日の白髪岳の句碑があり、ツクシイバラとすこやか地蔵、にこにこ地蔵、

健康地蔵が迎え、ウベや藤棚があり体操補助器具や東屋等があり、左折すると日本七薬師である谷水薬師や

麓城址、白髪神社と歩いたりジョギングに最適だと思いますが、管理が不十分だと思います。今後の管理に

ついてお伺いいたしたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。その辺につきましても私もまだしっかりと見てませんので、先ほどのヘルシ

ーランドの周辺の庭とあわせてですね１回よく拝見して見てみたいと思います。その中でですねいろんなま

だ検討をしていきたいと思いますので、方針がほぼ固まりましたらまた御報告させていただきたいと思いま

す。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、それとですね以前同僚議員が枯れ木もあるのでその処理をとい

うような御質問でもありましたが枯木についての処理はもうさておられますでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  暫時休憩します。 

 

 

休憩 午前１１時２３分 

再開 午前１１時２４分 

 

◎議長（徳永 正道君）  会議を再開いたします。建設課長。 

●建設課長（酒井 裕次君）  はい、お尋ねの件に関しましては、シンボルロードに関する樹木の管理をとい

うことだと思いますが、道路につきましては年２回ほど業者のほうに委託しまして除草を行っているところ

でありまして、その中で樹木の剪定等もあわせて行っているという状況であります。以前にですねその中で

枯れてる樹木があるということで植え替えの要望等があってたかと思いますが、その中で新たに植栽する樹

木の種類の選定だとかその辺も含めて今後検討するということであったかと思いますが、まだちょっとまだ

そこまで至ってないということで、今後また検討してまいりたいと思っております。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、わかりました。新しく植栽というのはちょっと無理かなあとい

う私も思っておりますけども、年２回手入れされているというようなことでございますので、どうか剪定の

ほうもよろしくお願いいたします。ではですねちょっと教育長にお尋ねしますが、低学年はですね谷水薬師

とか白髪神社、ヘルシーランド、南稜高校、また商店街にも社会科見学といたしまして４年生ですかねこれ
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が行っていると思いますけどもシンボルロードですね、これも先人がですね後世へ継承するために公金を投

じておつくりいただいたシンボルロードだと思います。それを知らしめることも大事じゃないかなと思いま

すが、いかがお考えでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  米良教育長。 

●教育長（米良 隆夫君）  はい、では失礼します。シンボルロードはもう私が現役のときのトレーニングコ

ースでございまして、何回も何回も行き来したところでございます。先ほどの議員の説明のとおり吊り橋石

田橋の約下流５０メーター付近でございますが、そこのところにはですね先ほど説明がありました３体の地

蔵さん。それから県内出身の有名な方々の歌碑があります。それから吊り橋の石田橋の下のほうはサイホン

工法によります免田川とそれから百太郎溝が交差しているようなところでございますし、小学校社会科学習

における身近な先人の偉業を学習するというところとしては素晴らしいところではないかなというふうに私

は思っております。このことからしまして社会科見学もなんですけども、校内遠足でも活用できるコースで

はないかというふうに思っているところでございます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、わかりました。教育長の答弁のようにですね、上小学校の行事

において見知り遠足お別れ遠足の折にはですね、ぜひこのシンボルロードを歩いて目的地到着といったコー

スも考えていただきたいと思います。ぜひ小学校への打診をお願いいたします。で、実践することによって

ですね子ども達が家に帰って今日はここを歩いて遠足に行ったよと言って両親に話しかける。また両親も真

剣になって子供の話を聞き会話が弾み、知らないところだったら子供と尋ねで行ってみようかなという強い

ては地域づくりもなるのではないでしょうか。見かけによりますと地蔵様はエプロンをかけておられます。

３体の地蔵さんもエプロンを付けたりユニークな地蔵さんがお目見えをするのではないでしょうか。そんな

ことを考える次第でございます。また一方ではですね、三十三観音の３０番場所秋時観音のもありますので

どうかその辺のところも申し添えておきます。町長これはですね、町としてもですねぜひＰＲしたい、して

いただきたいと思いますがいかがお考えでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。シンボルロードは私も散歩で歩いたりですね、石田橋のところは子供のとき

に免田川に魚とり行ったときによく通ったんですが、最近のところ状況をですねよくまだ把握してませんの

で、まず状況を把握しながらですね、今皆越議員のお話を聞いてると本当にあの観光地としてよみがえさせ

ることが出来たら集客力も出来てくるんじゃないか、あさぎり町のやっぱり観光地の一つの目玉といいます

か、ルートの中の一つの観光地として見直されるんじゃないかというようなことも今お話を聞いてて感じま

したので、そういうとこも含めてですね考えてみたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、室内外でのですね健幸づくり、健幸の文字を最大限に生かした

健康と幸福のまちづくりが展開されることを願い２番目の質問に入ります。上、岡原、須恵、深田支所の位

置づけについて。合併１８年が経過し、少子高齢化が急速に進み、周辺部では中学校、ＪＡ支所、店舗等が

なくなり、支所職員も減少をたどっております。地域住民は取り残され感があり支所は地区の身近な場所に

あり職員は住民に寄り添い、本所とのパイプ役でもあり重要な役割を担っていると考えます。支所の基本的

な役割と業務についてお伺いいたしますが、このことについては令和元年第１１回会議において同僚議員よ

り一般質問をされて資料もタブレットの中に保存されておりますのでそれを引用させていただきますし、ま

たネットでですね、この質問内容を私も幾度となく確認していますので、再度検証の意味で質問させていた

だきます。当時のですね資料では職員深田支所３名、須恵支所２名になっておりますが、今年度は深田支所
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２名、須恵支所３名の体制になっているようですが何か窓口業務が多くなったというようなことでしょうか、

その辺のところをお伺いいたします。 

◎議長（徳永 正道君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。今年３月１日現在では支所総計１１名ということで議員今言われましたと

おり須恵支所は３人の配置ということでございます。職員が２人とそれと再任用の職員さんを１人配置して

おりますが、３人の理由といたしましては、合併２０周年のですね事業を見据えたところで、今準備業務と

いうところでその業務を兼ねて再任用職員さんの方に業務いただいておるということですので、須恵支所は

３人ということになっておるという状況でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。理解出来ました。ありがとうございました。続きましてですね、

この会計課にお尋ねしますが、口座振替の御案内がですねあさぎりの広報紙に掲載されておりますけども、

納税は便利、確実、安心口座振替をお勧めですというようなことで、指定金融機関申し込み方法、口座振替

の開始等は掲載されておりますが、この口座振替に移行される方の現状をお尋ねいたします。 

◎議長（徳永 正道君）  土肥会計管理者。 

●会計課長（土肥 克也君）  はい、今引用していただきましたのが毎月発行しております町からの広報紙の

最終ページ、月の行事予定それには各公共料金等の納期限等を示すものでございます。その中で口座振替を

推進しているところでございます。現在の口座振替の利用率といいますか依頼をされている率につきまして

は、町税、町の税金に対してはそれぞれ科目ごとに少々のばらつきがございますが、おおむね４割前後で口

座振替を行っております。また、使用料等につきましては、これは保育料であったり上下水道料がございま

すが、これは毎月の納付ということで、口座振替の率は高くなっております。保育料につきましては９７％

の方が利用をされていただいております。上下水道料につきましては８５％の方が口座振替を利用されてお

ります。そのように口座振替を毎月推進しておりますので、納期、町の窓口に収納、収めにこられた際には

やはりそういうお尋ねもございますし、継続して口座振替の利用を推進している状況でございます。以上で

す。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。これも引き続き推進をお願いしたいんですけども、この指定金

融機関のですね振替手数料というのはどう金額でしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  会計管理者。 

●会計課長（土肥 克也君）  はい。口座振替に際しましては、当然手数料をお支払いしております。これは

本年度の当初予算ベースでございますが、口座振替手数料といたしましては、年間４２万円を計上し、その

中で支出をしているものでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。それとですねこの金融機関がいろいろありますよね肥後銀行と

かＪＡとかゆうちょ銀行、それぞれは異ならないのでしょうかってお尋ねしたんですけど。 

◎議長（徳永 正道君）  会計管理者。 

●会計課長（土肥 克也君）  はい。各金融機関ごと手数料については違いがございます。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。違いがあるということは、やはり高いところで幾らでしょうか

低いところで幾らでしょうかその辺のところをわかりであればお示しいただきたいと思いますけど。 

◎議長（徳永 正道君）  会計管理者。 
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●会計課長（土肥 克也君）  はい。１件当たりの単価でございますが、高いところで２０円でございます。

安いもの、低いものでございまして１１円という料金になっております。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、それではですねその辺のところも住民の方に説明して納得して

いただいて指定金融機関を選んでいただくというようなことでいいんでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  会計管理者。 

●会計課長（土肥 克也君）  はい、口座振替につきましては町も継続して推進しております。この手数料に

つきましては町が支出するものでございますので、この金融機関の選択につきましては納付いただく方のお

持ちのといいますか、使われている金融機関を選ばれているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、わかりました。録画配信の中でですね町長の職員の配置も再任

用職員のベテランでというような要望もあっておりましたので、町長もですねしっかりとその辺のところで

耳を傾け、職員の希望どおりに支所勤務が出来てよかったというようなお声も聞いたところでございます。

最後の孝行で支所勤務でなかったらやめようと思っていたという人もおられましたが、再任用で希望どおり

支所に行かれてよかったというようなお言葉もいただいたことでございます。そこでですね、合併当初から

２６の業務を行っているというようなことでございますけども、地域づくり支援事業というのがやはり難し

いというようなことでございますが、支所でですね特に取り組んでいる事例がありましたら御紹介していた

だきたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。現在のところ地域づくりにつながる事業という直接的なものはございませ

んけれども、例えば商工観光課関係のですね、ありがた商品券等の引換え、そういうものは商工観光課と連

携の上で例をあえて言えば、そういうものつながっているものかとは思います。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、支所は本所と支所のパイプ役だと思いますので連携をとりなが

ら支所機能を発揮していただきたいと思います。最後に確認ですが、町長の以前の答弁ではこのままの状況

で進めていきたいというようなことで支所の機能は残すと。地域のよりどころになる。食品を販売するとこ

ろ場所を考えているようなことでございましたので、食品について何か販売するところを模索しておられま

したら町長にお尋ねいたします。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。食品を販売するところの事例としては、上地区とか深田地区にお店がそのま

ま残ってまして、そういうところで販売されている。そこには、高齢者の方たちのよりどころにもなってい

る。そういう意味合いを含めてですね支所の中に、あるいはその支所がある施設の場所でそういう物品販売

が出来て、そこが高齢者の人たちのよりどころになればいいなというような気持ちで考えています。ただそ

れを誰がやるかということがやはり１番の問題でありまして、それを行政でやるということはちょっと難し

い。公助ではちょっとやれない。やはり共助の部分でやっていかなきゃいけない。そういう仕掛けをどうや

っていくのか。そのためにはやっぱり人の力が要るわけですけども、皆さんたちが少しずつやっぱり地域の

ために時間を割こう、汗を流そうとそういうような気持ちになっていただきたいのが１番ですが、先ほども

話がありましたとおり、皆さん本当に７０代になってもまだ現役でばりばり仕事されてる方がほとんどで、

時間的なゆとりがないというのが現状なんですが、これからですねやっぱりそういう地域のためにいろんな

意味で地域のために時間を割いて汗を流していただく、そういう人たちを掘り起こしていくことが大事だと
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思います。支所の今後につきましても、今までの今現在のだけの機能であればなかなか持続するのが難しい

んじゃないかと思います。やはりもう少し地域に貢献する地域のコミュニティーに参加できるような支所と

いうものを考えていかないと、持続性は出てこないんじゃないかなというふうに考えているところです。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、わかりました。今、町長はですね支所の持続性ということを言

われましたので、私もですね一般質問をするに当たってですね、町民の方から職員数も減ることから窓口業

務を削減しデジタル化を図り支所の廃止も検討する必要があるのではというようなことで耳にしましたので

町長の見解を最後にお伺いいたします。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。いろんな証明書の発行はコンビニでもできるようになってきますし、今回日

本郵便と包括協定を結びました。これは、見回りで独居老人の様子を見たり、あるいは道路が傷んでたり、

あるいはごみの不法投棄、そういうものを監視していただくということが一つの目的ですが、あさぎり町に

も簡易郵便局を入れますと旧５か町村５つの校区内には必ず郵便局があります。そういうところで証明書の

発行が出来ないか。そういうこともお伺いしてるところですが、そういうことができるようになると、支所

機能がそちらに移行するという可能性が出てくるわけですね。それとか今すぐはデジタル化でも高齢者の方

には対応出来ませんので、支所機能は残していかなきゃいけないと思うんですが、１０年先もっと先になり

ますと、そういうようなもうデジタル化で電子申請でということで、もう支所の機能が要らなくなってくる

んじゃないかなと考えてますが、今現在すぐにですねデジタル化に移行していくということじゃなくて、今

までのやり方とデジタル化をミックスしながら当分は進んでいくだろうと思います。そしてまだ住民の方々

のニーズを見ながら、どのタイミングでほんとにデジタル化に移行していくか。そういうのをやっぱり図り

ながらいかなきゃいけないと思いますが、今いきなりデジタル化をするとやっぱり高齢者の人達に不安を与

えますので、共存でですねやっていきたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、町長の答弁をお聞きしまして私の質問を終わります。これで終

わります。 

◎議長（徳永 正道君）  これで１０番、皆越てる子議員の一般質問を終わります。次に、１１番、小見田和

行議員の一般質問です。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  議長。 

◎議長（徳永 正道君）  １１番、小見田和行議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  １１番、小見田でございます。あと１５分でございますが、精いっぱい

頑張りたいと思いますんでよろしくお願いいたします。通告に従いまして３点について質問をしたいと思い

ます。まず農地政策と人材確保についてお尋ねいたします。政府自民党におきましては、昨今のメディアに

おきまして農村のですね人口減少、担い手の高齢化に伴う農地政策、いわゆる人・農地プラン、農地集積バ

ンク、農業以外の仕事を組合せた所得雇用確保に向けた施策の具体化等の見直し方針をまとめ、関連法案を

来年の通常国会に提出することを決めました。現在のあさぎり町においても、耕作放棄地の割合は微小とは

言えますが、農業者の年齢構成を鑑みれば、急激な余剰農地の問題が浮上する危険性をはらんでいることは

現場におる者として予想容易でございます。それに向け令和３年の施策方針で施政方針で示された地域商社

あさぎり財団設立準備に向け始動されるものと思いますが、今後開催されると思われる関連法とのマッチン

グを図り、より効果を上げるための情報収集を密にすべきと思いますので、考えを伺ってまいります。まず

はあさぎり町においてのですね人農地プランそれから農地の集積等につきましてタブレットに資料がござい



- 68 - 

ますのでそれを開けていただきますようお願いいたします。ただいまタブレットに送っていただきまして、

あさぎり町の人農地プランの概要、この中にですね実質化率というのが８７.５％、令和３年度４月１日現

在でございますけど、この実質化というのがエリア内におきまして出し手と受け手は決まってるって言うん

ですかねそのエリア内において過半の農地において、要するに５０％以上の農地がその受け手出し手が決ま

っていることを実質化というふうに定義づけてございますけど、現状の場合その実質化に向けてその５０％

以下、例えば４０何％がそれにまだ決まっていないような状況があるかと思いますけどそういうそこについ

ての現状をちょっと担当課の課長に伺いたいと思いますけど。 

◎議長（徳永 正道君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい、人・農地プラン実質化の現状というところの御質問ですが、平成

の２６年度ぐらいからですね、当初は地域の話合いというような形ではなかったかもしれませんが、ずっと

毎年毎年地域の話合い的なものを行ってきております。近年はですねコロナの影響等もありまして昨年は実

施出来ておりませんでしたけれども、それまでに８つの集落に対して行政区単位で行ってきたわけですけれ

ども、そういった状況でこの資料にありますとおりですね、８つのエリアの中の７つのエリアに対して実質

化をしたというような状況になっております。と、今の小見田議員の御質問についてですけれども、この内

容といいますのがこの実質化というのがなかなかもう難しい、中身的にはですねハードルが高いものがござ

いまして、本当にその実質化しているものということから言えば、そこにはまだ至っていないというような

状況でございます。ただ、国、県からもですねそういった資料の提出等も求められておりますので、そこに

関して言えば実質化はなされているというような判断でですね一応実質化はされているものというところで

町として公表もしております。具体的な過半の農地というところでいきますと、そこのですね具体的な数値

まで確かにそこの具体的な数値までは把握が出来ていないという状況でございまして、今後そこも含めたと

ころでですね、この実質化の中身の精度を高めていくというところで取り組んでいきたいというふうに考え

ているところです。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はい、ありがとうございます。要はですね全国的にはこれは２０１９年

度の集計の資料でございますけど、実質化が出来てるのが３８％。取組中が４８％、全然出来てないのが１

１％です。それから加えますとあさぎり町の実質化８７.５％は非常に優秀な実質化率ではございます。だ

けど今課長がおっしゃっていただいたように、実質化というのはあくまでも定義は５０％過半ということで、

約半分がその受け手出し手が５年１０年先を決まってる実質化したというふうにカウントしてのことで、内

容を今お聞きしますと仮に４９％ぐらいはまだ出し手受け手も決まってないという現状があるのも見過ごす、

見えるわけなんですよね。だから、要は結局現場でやる人間から見ますと話合いはしたもののなかなか現場

が安心して将来に農地が托せるような状況にはまだこの平たん部でもないと。実質化しているエリアに入っ

ててもそういう感じがあります。要はそこを考えられて今度の施政方針においても財団をつくられて、それ

から特定地域事業協同組合ですかね、ああいうところとタイアップするということは今後の国の政策にもち

ょうど同じような事業がございましてですね、それを多分雛形とされてると思うんですけど、やはり今後中

山間のですねこの法律がですね農地中間管理事業の推進に関係する法律というが、これは根拠法だと思うん

ですけど、これを多分来年の通常国会において変えていかれるし、人農地プランの法制化もなされると思う

んですけど、その辺のことについての今の自民党が一応決定された今後の人農地プランから農地集積バンク

についての情報の把握は今の段階では幾らが出来ておりますか。新聞紙上等にはございますけどより深い情

報の収集は必要かと思っております。それはなぜかと申しますとそれと同じ問題についてうちもですね、あ

さぎり町も独自にこれに施政方針のような事業を展開されようと思っておられるんであれば、そこは敏感に
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把握してスタートすべきと思う関係でですね、その辺の情報把握が今の段階でどのような範囲までなされて

るのか。お尋ねしたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。今回の人・農地などの関連施策の見直しというところでですね、

いろいろ書いてありますけれども、これの具体的な施策、関連施策ですね。これの見直しによる具体的な内

容について検討を行い、年内をめどにパッケージを取りまとめるというようなことであります。しかしなが

ら現在までそういった流れで取り組んできておりますので、町といたしましてはですね、その中身をより充

実させる形で取り組むことはもちろんのことですけれども、それとあわせながら農業新聞とかですね、国県

から流れてくる情報、それから尾鷹町長もかなり情報収集においては長けていらっしゃいますので、その辺

のお力もお借りしながらですねこれには敏感に情報を収集しながら取り組んでいきたいというふうに考えて

いるところです。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  要はですね今までのように人・農地プランで公民館にみんな寄ってお話

をした結果が今のような状況なんですよね。だからかなり何かを変えないと、もうまた以前のようなことで

現場としては安心して次の世代に農地を委ねるような現状にはないと思うもんですから、それをやっぱり担

当課の方、職員の方もですね十分肌身に染みて考えて感じておられると思うんですよ。改革プランが進まな

かった一つの理由としましては、担当部署の職員さんも非常に少ない中において、全国的ですけどそれでこ

ういう大きな事業を担当しているということも伺っておりますんで、それに向けて町長はどのようにお考え、

今後そこに対して手厚く人材を配置していくのか、その辺の考えはいかがかお持ちでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。人・農地プランについては今議員が言われるように将来的にですね生産者が、

農家さんが減ってきて、放棄される農地といいますか、耕作をされない農地が増えてくるということで、

人・農地プラン農地を集積していくということの計画だと思うんですね。ですから、後継者のいる方はある

いは後継の計画のある方はその問題はもう既にクリアされているということで、むしろ後継者のいない方、

新聞等によりますと後継者がいるあるいは計画があるという方は４割だというふうに新聞等にも書いてあり

ましたけど、実際的にまだ将来が決まってない方々もどうしようかと今悩んでおられる段階ではないかと思

うんですね。行政のほうで人農地プランの実質化に向けたデータを取りそろえようと思っても、農家さん自

身がまだどうしようかと。まだまだ判断に迷っておられるところがあるんじゃないかと思うんです。それは、

子ども達が帰ってくるんじゃないかという期待感もありましょうし、あるいはまだいろんな経営面でのこと

もあると思うんですね。そういうものを今後農家さんたちの判断のお手伝いをしていくようなそういうやっ

ぱり組織が必要だと思うんです。そういうことで私は産業活性化プランも立ち上げて、経営診断もやらせて

もらってますし、またあさぎり財団を使って官民が一体になってやっていく。役場庁舎内にですねその担当

部署をつくるということも将来的にはやっぱあるかもしれませんが、役場の担当職員だけではなかなかやっ

ぱりマンパワーが不足すると思いますので、そこはやはり官民が一体となってやっていきたいと思います。

やはりＪＡさんの営農指導員もいらっしゃいますので、ＪＡという組織もありますし、また県の振興局もあ

りますので、振興局、それからＪＡ、町、そういうものと連携とりながら、国の方針も見て、そして方向性

を決めていきたいと思うんですが、やはりまずはやっぱり農家さんをどう支えていくか。農家さんたちが判

断をされるお手伝いをしながら、じゃあその農地をどう集約化していくかというふうに考えていくのが私は

手順じゃないかなと思う、今のところを考えてます。そういう手順に乗ってやっていこうと考えているとこ

ろです。これをこの考え方をですね、やはり農家さんたちに理解してもらうためには、やはり地区の座談会、
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こういうものもやっていかなきゃいけませんし、農家さんたちの基本的なやっぱり考え方といいますか、そ

ういうものもしっかり理解していかないといけないだろうと考えてます。余りもうこれは時間がありません

ので、そうのんびりとはしてられませんが、でも急いては事を仕損じるということもありますので、慎重に

かつできるだけスピード感を持って取り組むべき事項であるというふうに思ってます。危機感は十分にあり

ます。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。質問の途中ですがここで休憩をいたしたいと思います。午後は１時３

０分からです。 

 

休憩 午前１１時５９分 

再開 午後 １時３０分 

 

◎議長（徳永 正道君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はい、では途中からまた再開してまいります。ただいま人・農地プラン

の実質化についての話をしていたと思いますけど、やはり実質化の中においてエリアであさぎり町の場合は

８７.５％が実質化されているということでございますけど、実態はその過半が定義としましては出し手と

受け手のマッチングが出来ているところは実質化ということで実態を見ますときに、それ以下の４０数％か

３０数％かわかりませんけど、それに関しては将来的に出し手受け手の明確なところがまだ見えない部分で

の今後の農地政策だと思っております。そういうことがありましてですね何度も申しますけど施政方針の中

に地域商社とそれから特定地域づくり協同組合を使っての政策をということで、町長が進められるものと思

っております。今ですね農村発イノベーションという農水省の事業におきまして、この事業がなされており

ましてですね、その中において地域づくり事業体農村ＲＭＯというふうな取組だと思います。地域づくり事

業体の中には商社型と地域運営組織型と選択が出来ますよね。で、今後農水省はどちらかをということにな

ると思うんですけど、あさぎり町としましては商社型を、今のところ選択されておりますけど、いずれ地域

組織としてですねやはり若者が少なくなって生活自体にいろいろ支障が出てくる。買物だとかいろんなこと

について支障が出た場合に地域運営組織にもかなり必要な部分が想定できるんですけど、この商社型を選ば

れた理由というのはちょっと施政方針時に私聞いておりませんけど、運営組織でなくて、農村ＲＭＯでなく

て商社型を今のところ選んでぼちぼち指導されると思うんですけど、そのメリットというのはどういうふう

にお考えで商社型を選ばれたんでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  どちらかを選んだということじゃなくて、行政として官民一体でするのは地域商社

型で、またあの集落で考えていったときには地域ＲＭＯの手法を取り入れるかもしれません。もうそこはあ

んまり型にこだわらずに、もう臨機応変にやっていったほうがいいと思うんですね。要は人が主役ですから。

その人の主役の、その人たちのどういうことをやりたいか。私たちは一応指導、指導ちゅうか、町を方向性

は決めて持っていきますが、実際にやる人たちのやっぱり考え方っちゅうのは尊重していきたいと思うんで

すよね。だからよく世代間の格差というのが、考え方の格差がよく言われますけども、やはり若い人たちが

主体性を持ってやっていくためにはどうしたらいいか。そのためにまずは地域商社型でスタートしながらま

たそこは臨機応変に現実に即したやり方でやっていきたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  一般財団法人だったと思うんですけど、法人の形態に伴っていろいろな

制約とか利点、欠点が出てまいりますけど、将来を見据えたときに財団法人、一般財団法人がいいのか。社
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団法人がいいのか、そういうそのへんのところも地域運営組織をつくっていく場合も絡んでくると思うんで

すよね。だからその辺ところは今後今度こういう法律も改正されると思うんですけど、それを見据えたとこ

ろで、やはりスタートしたがちょっとそれはマッチしないというようなことだってあり得ると思うんですよ。

だからさっき言いましたように農水省の方針がですね、人・農地プランとか農地集積についてもいろいろ変

わってきますし、法律もそれぞれ変わってくると思うんですけどさっきも言いましたように農業者等による

協議の場の設置といいますかね、人農地問題解決、過疎化支援事業に対する法律ですかね。そういう中でそ

の設置ということについての会場の設置というのは自治体の責務となっております。そこ辺のところはです

ね人・農地プランを進めていく、いろいろ改正される人・農地プランにありますけど、それと地域づくり事

業体との関わり方ですね。その辺についてもやはりかなり考察をしておかないと、想定が違ったというふう

になる可能性もありますので、その辺についても十分スタートされる前に吟味される必要があると思うんで

すけどそれについてはもう確認されてますか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  私たちはいろいろやり方があると思うんですけど、あんまりもう型にはめてしまう

とそれこそ先に進めなくなりますので、こういう言い方は不適切と思いますが、ある程度こうゆとりを持っ

たような形でスタートしながら、やはり方向性は変えていく。そしてまた最初のやり方でこれはまずいと思

ったら、ＰＤＣＡにもあるとおりですね、やはりそこで立ち止まってもう１回考えてまたやり方を変更する。

そういうことはあると思うんですよね。やっぱりたくさんの人たちが一緒になってやることですから、やり

方は一つじゃない。いろんな考え方がある。その中で、一応私たちのほうで形をつくってスタートしますが、

それを担う人達。私たちはまずスタートさせる。そしてスタートしたものを若い人たちがその次の次世代の

担い手になる人たちがどういうやり方でやっていくかということをもう考えてやってくれると思うんですよ。

そのときにやはり最初の当初の計画がちょっとそぐわないならばそこでやっぱ見直しもしていく必要がある。

やっぱり臨機応変に対応していくことが必要かと思うんですよね。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はい。一応商社型と地域運営組織型とはもうその都度都度タイミングを

見て法人の変換もありうるというふうにちょっと聞いたわけでございます。要はそれをそこに支えるやはり

人材ですよね。今度もありますように半農半Ｘとか、それから公務員の兼業化とかいろんな流れが今ありま

してですね、農村回帰を促される時代においての人材の受皿としても特定地域づくり事業協同組合の役割が

ですね、やはり重要視される時期がもうそこに来てると思うんですけど、それに向けてやはり何といいます

かね、今考えている例えば消防署とか役場の職員さんとか、地域を牽引していかれる方々のですね、ただ労

働力だけではないんですけど、やはり地域にとけこんでそこからまた所得も出るというふうなことはですね

首長の権限でできるようなことでございますので、それについての町長のお考えはいかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。職員の兼業につきましては、今もう部内に検討する部署をつくりまして、来

年の４月１日に向けて兼業ができるように、いろんな制度上の整備をするように指示を出しているところで

す。消防署もその対象にはできるかどうかを今まだ精査しているところですが、代替できるという話は聞い

てます。一応県の消防担当のところに行きましてですね、そこ辺もう一度確認をした上で、上球磨消防署の

ほうにそういう兼業についてのですね考え方を伝えて、またほかの３町村長もいらっしゃいますので、一応

トップが判断することになってますので、そこで理解を得て消防署の職員も兼業ができるような制度にして

いきたいと。ただ兼業につきましてはですね、三つほどいろんな条件がありますので、余りこう過度に働い

て本来の職務に支障が出てはいけないとかですね、報酬が過分に多過ぎてはいけないとかですね。ちゃんと
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したマナーを社会的ルールを守りなさいとか、そういうルールがありますので、だからあくまでもそういう

ふうな地域の助っ人といいますか、そしてまた職員の皆さんにはいろんな仕事を理解していただく。学校卒

業してそのまま役場に入った人たちが仕事をすることで地域性を認識していただく。体験していただく。そ

ういうことで幅の広い人材ができるんじゃないかと。そういうことも期待してですねやっていきたいと思い

ます。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  年齢階層別の認定農業者の資料をいただきます。はい。これがですねあ

さぎり町の認定農業者のですね一応年代別の区分を調べていただきました。見ていただいてわかりますよう

にもうほとんど５０代６０代７０代ということで、いずれあさぎり町は全国的に見るとまだ若いほうに入る

と思いますけど、あと１０年もしたら大きく様変わりしてくる。その中に、やはり多様な人材を育成してお

かないと、そのときに対応出来ないということで、人材の育成等確保に向けていろいろな政策を打っていく

べきと思っておりますけど、今言いましたように今度の人農地プランあたりの中ですね担い手として認めら

れるのが半農半Ｘとかそういういろいろな今までは余りこう担い手として認められなかった人たちも多種多

様な人材ということで認められる時代になると思うんですけど、その場合にですねやはり外部から農村回帰

ということで、入ってこられる方も大事なんですけど、１番大事なのはやっぱり今中心的経営体とか、もと

もとこの地において農業に志す人たちがですね今若干でありますけど中心的経営者以外にですね芽生えてお

ります。要はそういう若者をですね定着を促す。もともと地元にいた人たちをですねどうここに定着させる

かということはやはり収入の確保が大前提でありましてですね、結局就労はしたもののですね技術の習熟が

不足して、して機械もないし、土地もないということでそれに投資して過剰な過剰投資で苦しむという現状

が想定されますし現実そういうふうに起きているところもあります。これに向けて、これ一つの町でですね

そういう大きな支援をするのは非常に難しいと思うんですけど、これ全国的な悩みだと思うんですよ。農村

部の。これにつけてやはりあの国に対してそれに対する支援策をですねぜひともやらないと、農村に行って

ください。農村で農業をどうぞって言われてもですねやられたもんもやはりそこで定着するどころか失敗し

て本当将来を棒に振るようなことがあるとも考えられないこともありますので、それに対して大きな声でで

すね首長が国に向けてですよ、やはりそうであるならば、都市に一極集中するんでなくてもうそこにそうい

うふうに人材を派遣するんであれば、それなりのものをですね支援してもらうことをですね首長何ていいま

すか農村部の首長がですね力を合わせて国に物申すということを考えられることはありませんか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。私はもうできるだけ機会を捉えてあさぎり町の取組をですね県とか国に伝え

たいとやっていろんな方法をやってます。一つの例としては、よく農業、農村、のときに出てくるか名前が

明治大学の教授で小田切教授。この人がよくいろんな本とかあるいは資料を提出されてますが、もうこの方

ともですねメールのやりとりですけど、あさぎり町に本当は去年の今頃はおいでいただく予定だったんです

よ。一度私がお会いしたいと言ったら、いや私があさぎり町に来ますと言っていただいて、コロナのために

伸びてますが、今もメールでやりとりはしてますので、こういう方々を呼んでですね、その中でいろんな勉

強もさせてもらいながらやはりあさぎり町を売り込んでいかないと、売り込んでいって、やっぱり国があさ

ぎり町をここは積極的に取り組んでると。じゃあ国の方針をパイロット事業をあさぎり町に持っていこうと

かですね。あるいはあさぎり町の意見も聞いてみようとか、やっぱりそういうふうな国、国とか県との信頼

関係をつくることが大事と思うんですよ。そうすることによっていろんなこういうところをもう少し手厚く

してほしいと。そうすることによって人農地問題もスムーズにいくとか、あるいは担い手も増えてくるとか。

そういうものが説得力が出てくると思うんですよね。だからどれだけ大きい声で言っても届かない声もある
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し、そのように信頼関係を構築した上で届く声もありますので、そういうことがやってみたいと。考えてま

す。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  えーとですね、今うちの町において親元就農の青年に対しましても独自

で補助をしていただいてますし、いろいろ手厚く補助を受けてるわけなんですけど、やはり外部からではな

くさっき言いましたように若干の農地を持ちながらでも農業に頑張ろうという若い２０代の青年もいます。

やはりその人たちに１番こうさっき言ったように機械を買うとか、ハウスをつくるとかというふうにですね

もともと何もないところのスタートなんで、そういうところを非常に我々見とってちょっと危ないな、危な

っかしいというような感じがあるわけですよ。そういうところに対しましてはもう特段にでもですね国県の

補助事業があっても、そういうふうに上乗せをですね町がしてやるというそれはずっとじゃないんですけど、

やはりそれぐらいの思いやりを持ってる町というイメージをですねやって、できるだけそういうやろうとい

う若者の芽を摘まない。摘まないというか要は芽を伸ばしてやるということをですね十分配慮されてですね、

今後補助っていうのもなんですけど、ヨーロッパ各国においてはもうフランスにおいては農業所得の８割は

補助だというふうになっております。日本は補助に対しては非常に罪悪感をちょっと感じるところもあるん

ですけど、実際その農村で伸びていく農村に若者を残そうとすればですね、思い切ってそれぐらいはしなけ

ればいけないし、さっき言いますように人・農地プランで２割か幾らかは多分不整形だとか、条件不利なと

ころがあります。そこをつくる場合に対しては、もうその耕作をしたところにはもう例えば極端な考えです

けど協力を、協力金を支給するとか、いうようなことをしない限り、話合いでということではなかなかもう

今までもやったんですけど、進まないんではなかろうかと思うんですよ。だからそこにはもう財源が伴いま

すので、町長のお考えを伺いたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、一つのやり方としてですね、今議員が言われるように、国の補助に上乗せ補

助という方法もあるでしょうし、また中古機械でもいいですから財団のほうで揃えて、それを低リース料で

レンタルしてもらうとかですね貸出しをする。だからできるだけ初期投資を少なくしてやるようなことをし

てやらないと補助金があるからといってですね、やっぱりそれでいろんな機械を設置する。どうしてもやっ

ぱり自己資金が要るわけですから、もうやっぱり自己資金は借入れになってしまいます。そうすると一生懸

命働いてもそれが借入金の返済に充てなきゃいけなくなると生活が楽になりませんから。やはり初期投資を

抑えるような、そして自力をつけるまでは応援してやる。自力をつけたら自分の夢を向かって進めなさいと。

そういうところにはまた補助金として応援する。いろんなやり方があると思うんですけど、人によってです

ねほっといても１人でぴしっやる人もいるし、きちっと制度をつくって補助金も出してやってもうまくやれ

ない人もいるし、人それぞれだと思うんですよね。だからやっぱり人を見ながら、その人に合った応援の仕

方っていうのはあると思うんですよね。画一的じゃなくて、複数の幾つかの制度を準備しといて、その中に

は議員が言われるような補助金制度もつくったり、あるいは安く利用できるレンタル貸出しですよね。そう

いうものを使ってもらったり、いろんなやり方をしながらまずは経営でつまずかないように、そういうこと

もサポートしながらですねやっていけるそういう仕組みがいいんじゃないかなと私は思うんですけど、そう

いうのをですね財団でやっていきたい。その財源には企業版ふるさと納税をつくりたいと思いますので、も

う頑張って寄附金を集めてこんといかんとですけど、そういうふうな取組をしていくことで、我々の熱意が

若者に伝わっていくと、若者が自分たちで動き始めると思うんですよね。私それを期待して待ってます。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  やはりあの若いその事業者農業者を残すためにですね、技術の習得が不
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足して脱落する可能性があるという、その技術というのは生産技術ばかりでなくてですよ経営技術、町長い

つもおっしゃる経営の分析等もですね同時に教育していくような場面がないとですね、なかなか物をつくっ

ても、経営感覚がちょっと劣ってる場合はなかなか成功に結びつかないと思いますんで、そこ辺もよく配慮

されましてですね、できればそういう若者の育成に全力をつくしていただきたいと思います。今、地域おこ

し協力隊員さんも来ていただいてましてですねいろいろちょっと話す機会もあるんですけど、やはりここに

できれば定住してほしいと思うんですけど、なかなかそういう研修の場が余りないというようなお話も聞く

わけで、やはり本人は残りたいと思うんでしょうけど、なかなかそういうところにちょっと欠けてるんでは

なかろうかと思うんですよ。だからやはり来てくださいって言っただけで来てみたけど仕事はするけどその

ノウハウはまだ何ら自分で独学するしかないという状況ではなかなかですね素人さんには難しい取組だと思

うんですよ。それについてもやはり今後農業に関してもほかの事業に関しても地域おこし協力隊員の定住を

期待するわけなんですけど、それについてはいかがお考えですか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  今１人地域おこし協力隊で来てくれてます。私も農業支援センターのほうに所属し

ているわけですが、彼にはもう注目して見てるわけですが、なかなかこのコロナ禍でですね一緒にこう食事

でもしながらいろんなこう話をするというのもなかなか今難しい機会なんですけども、でも結構ですね地元

の農家さんたちが彼の面倒見てくれてるんですよ。もういろんな人たちが面倒見てくれて声をかけて、そし

てもう実際もう農業をもう近いうちに廃業するかもしれない。そこに後継者として行かないかという、そう

いう働き方まで地元の農業者の人たちが縁結びをしてもらってるんですよね。私はそこには直接はタッチし

ませんけど、そういう状況がありますから、そういうものでその後どうなりましたかとか、何か町でできる

ことであれば言ってくださいとか、そういう話をしてますが、やっぱりそういうふうに地域を挙げてですね

今きてる地域おこし協力隊員のことはみんな面倒見てくれてると思います。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  では次に参ります。ふれあい福祉センターのですね今後の活用策につい

てお尋ねしたいと思います。なかなかですねコロナ禍ということで対面の話合いは難しいと思うんですけど、

一応アフターコロナ後のですね活用策について多くの方々の意見またアイデア等を募って願わくば各コーナ

ーといいますかねいろいろありますけど、その中での協力者あたりの発掘にこの時間を使えないかと思うわ

けでございます。促進検討会のまとめのところ資料をお願いします。ただいま資料をいただきましてこれは

ふれあい福祉センターのですね利用促進検討会という地元の方での検討会のまとめをしていただいておりま

してですね、これにもやはり核となるリーダーが必要だとかいろんなことを、それから移動販売とかキッチ

ンカーとかですねいろいろこう書いてございますけど、今なかなかリニューアルオープンはしたもののコロ

ナ禍ということでイベント等も出来ないし、なかなかこう広報等でですねボルダリングあたりの写真がです

ね載ってあっという感じでみんな見てもらってるんですけど、できればですね今の時間に下準備の即動ける

ような体制づくりをする時期と思ってるんですよ。社協から２人はですね管理上していただいてますけど、

やはりいろんなコーナーと書いておりますけどそういうところにですね物販とかキッズスペースにイートス

ペースにカルチャースペースでございますけど、これあたりに関して関心のあられる方で手伝いといいます

かボランティアといいますかそういうことを考えておられる方がおられんとも限りますので、やはりこの辺

のところの情報を発信してその人たちの今後お手伝いできるような人たちを見つけ出す時間には出来ないか。

それと１番そこに期待があるのは買物難民といいますか、お店屋さんがなくなった状況でなかなかその買物

に行くところがなくてあそこにそういうところというふうな期待もあると思うんですけど、そういうところ

に対する交渉とか、それから農産物の直販所も多分あそこでやる、青空市とかいろんなことは考えができる
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んですよ。そういうことについてはわざわざ寄って会議をすることばかりが会議じゃないと思うんで、やは

りそういう方々は今までの促進の利活用のその会議の中でもですね大体わかってるんではなかろうかと思う

んです。だから、そういう方々にいろいろ文書等を使いながらでも意見を賜って次に備えるべきと思うんで

すけど、いかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  はい、ふれあい福祉センターの利活用につきましては、先ほど議員がおっ

しゃられましたとおり利用促進検討会を立ち上げまして、昨年６回ほど会議をいたしております。その中で

各グループに分けましての検討とかも行ってきたわけですが、今年に入ってからこの資料の１番最後のペー

ジにございますように物販であったりとか、イベント等に特化してお話合いをしながらその中で活動を担う

人材とか、その主体となる組織とかというところの話の中で核となって動いていただける方とかの発掘とい

う部分も検討する予定ということではあったと思うんですけども、今の状況ですのでなかなか会議が行い、

会議がですね行われてなくて、進んでいないという状況ではありますけど、おっしゃるとおり今の時期にで

すね、このふれあい福祉センターが利用可能となったときにすぐにでもですね動けるような形で私たちも動

いておく必要があるのではないかと考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  やはりいろいろなコーナーにおける指導的な役割を持ってる人をですね

その雇用というのは非常に難しいんですけど、お手伝いをということになると割と意外と協力者がいるんで

はなかろうかと思うんですよ。またそれなくしては施設が利用がですねなかなか完全な利用が出来にくいの

かなと思ってますんで、自発的なそういう盛り上がりをですね期待はするんですけど、仕掛けについてはも

うこちらからある程度会えないんであればコロナ禍で会えないんであればそういういろんな文書等を使った

りいろんなツールがございますので、そこで準備期間として十分に今の時間を使っていただきたいと思って

おります。では、続けて３番目に参ります。自然災害対応についてということでございますけど、今年は梅

雨は早く入りましたけど今のところちょっと梅雨の中休みということでもうおかげ様で天気に恵まれており

ますけど、また今後どういうふうな豪雨が襲うとも限りません。今新型コロナ禍でですねこれで豪雨ばかり

でなくてですね先ではまた台風とか地震とかということもありますけど、それに向けての避難というのは十

分確保しておくべきものと考えております。町からもですねハザードマップ、また県からは熊本マイタイム

ライン、タイムランですかね、配布はされておりますけど、避難所運営、避難所のですね避難訓練等もです

ね現に危機管理監のもとにかなりされております。その資料をお願いします。この資料を見ていただきます

ときに本当にかなりの回数をですねかなりの方を寄っていただいてるんだと思うんですけど、やはりこうい

うふうに防災に関する講座なり訓練というのがなされております。今ですねさっき言いますようにコロナの

中でもですね決して災害が来ないということはもう絶対ないわけであって、コロナの中においても防災を止

めずにですね工夫した訓練方法を考慮すべき時期だと思っております。アンケートよかですか。よく今です

ね、さっきのふれあい福祉センターの会議の話も一緒なんですけど、今全てにおいてコロナの感染防止上で

すね、なかなか寄って対面会議を開くというのは非常に困難な時期だとは思いますけど、事をこういう災害

に対する避難とか、防災に関しましてはそれを待っておりませんので、それに向けての訓練なりをやはりこ

ちらとしても工夫をしてやはり行うべきだと思っております。さっきもありますようにいろんな講座とかは

ですね、いろいろやっていただいておりますけど、まだなかなか自主防災組織あたりもまたその下の住民に

対しましても、いろんなハザードマップたりマイタイムラインにしてもですねいただいているものの、なか

なか周知が出来かねているのが現状ではなかろうかと思います。この前の自主防災組織のですね当地区の会

議に我々参加させてもらったときにこのアンケートというのを見せていただきました。これはできれば地区
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名は伏せてくださいということやったですけどもう載ってますので、これを地域の方がですねお世話される

方がこういうアンケートを出して、そしてこの災害に対してさあ、いろいろこう見てもらえば分かるんです

けど、それを集計してまたそれをフィードバックして、それにいろいろコメントをつけてあるわけですよね。

これ見たときに、まさしくこれは人は一人ももう１回も寄っておりません。配布はしてありますけど、だか

らよくこういうことを見たときに、図上訓練というのがあるわけなんですよ。これ普通は人を寄ってカード

を使ってする訓練ですねディグとかですねハグとかいう名称で呼ばれてまして、その場合そのゲームなんで

すけどＧは、それは人を寄せてその人を動かすんじゃなくてそのカードにいろんなものを書いてあるのを例

えば避難するときはどの経路を行くかというふうなことをその地図をもとにそのカードを動かして、その仮

称の体験を想像すると。いう訓練が図上訓練なんですけど、これとこのアンケートをちょっと見たときに、

この図上訓練も人を寄せずにこのカードを動かすことは可能だと思ったんですよ。それは何といいますと地

図を提示して、そしてあなたはここからここにどのような形でいきますか、これはマイタイムラインと一緒

に重なるんですけど、これを個別に行ってもらうと。そしてそれをまた回収してそれを専門家が見てコメン

トをしてまた返すということだけでも非常に効果がある。これ一人一人にそれを行うと例えば役場職員さん

とか消防団の幹部とかでなくて、ほんと一人一人、１人というか１世帯１世帯に回すことによって物すごく

防災意識の高揚につながるものというのをこのアンケートからヒントを得ました。その辺のところでディグ

なりハグなりをこういう形で工夫出来ないかと。ぜひぜひ危機管理監とですね検討していただきましてです

ね全域にこういうことが出来ないか検討願いたいと思います。これを持ってまいりました。いかがでしょう

か。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。すいません。一つお尋ねですけど、アンケートは町でやったアンケートです

か。違うんですね。はい、わかりました。いろんなアンケートとかですね、そのゲームも私も上球磨消防団

の上球磨の大会のときに１回私も拝見しましたけど、まあいい方法だなと思いますけどですね。いろんなこ

の防災とか訓練の在り方というのはやり方があると思うんですよね。一応うちは危機管理監にお願いしてそ

このところはやっていただいてますので、危機管理監のほうに今の小見田議員の意見はまた伝えましてそう

いう手法はどうかということは聞いてみたいと思います。とにかくですねわかりやすく町民に伝えないとや

っぱり立派などんな立派な避難訓練にしろ避難所開設にしろ、やはり理解が伴わないとどうにもなりません

ので、やはり理解をしていただいて、みんなが実践できるようなですね、そういう指導をしていただくよう

に管理監にもまず常々お願いしているところですので、今議員が言われたようなそのゲームとかもですね多

分知ってると思いますので、そういうところも聞いて採用してみてはどうかということも話してみたいと思

います。それと一応熊本県のほうからのやっぱり指導もありますので、やっぱり１番は熊本県の指導に即し

てあさぎり町の指導もやってるわけですよね。そういう県の指導等も照らし合わせながらやっていきたいと、

また皆さんの意見もとりながら町民の皆さんにわかりやすい避難訓練になるようにしていきたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  時間の配慮をお願いします。小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はい。ただいまのアンケートにつきましてはこれ一地区のですねもう自

主的なリーダーといいますか、方の発想でこれはなされてですねこれ岡原地区の自主防災組織の代表者の会

議のときにこれ見たときに、それはぜひやりたいという意見が出てきましてですね、だけどそれをやること

をなかなか出来ないんですね。結局６０代後半ぐらいの人たちの代表だもんで、パソコンを巧みに使ったり

こういういろんなことやるのは非常にできれば代わってやってもらえんどかという相談がありました。だか

ら、やはりそうであるならば、町がですねやってやると、本当は自主防災組織で各自やればですね、いいん

ですけど、それを自主的にやらせるとかなりの差が出てまいりますので、できるならばこういういいことは
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町もですね自主防災組織を通してでもお手伝いをしてですねやはり各住民にそういう意識を十分持ってもら

うことをぜひとも実行してほしいということで質問いたしました。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  自主防災組織だけじゃなくていう話は何度もさせていただいてますが、御近所支え

合いネットワークですよね。福祉委員会のほうの活動ともあわせながら、みんなが触れ合いながらコミュニ

ケーションをとりながら、それがまた自主防災にもつながっていく。そして取り残さない。誰の命も取り残

さないというような組織になっていくように、そういうことを考えながら取り組んでいきたいと思います。

何においてもですね、やはりどうやって皆さんたちに理解していただけるか、そことの戦いになると思いま

すので、そこはしっかり御意見もいろいろいただきましたので、そういうのを参考にしながら取り組んでい

きたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  やはりこのアンケートを見たときにですね、やはり今まで希薄になって

るコミュニティーの復活にも十分貢献しているものと思うんですよ。いざとなると隣近所の助け合い、それ

が小さな区の自主的な運営でやはりよそ様のちょっと事情も垣間見えるんですけど、その辺のところは近隣

の隣近所のよしみということでそういうコミュニティーまで発展するいろんな良い取組だと思いますんで、

その辺のところさっきのお話と一緒なんですけど、その辺を期待いたしまして終わりたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  ぜひこのアンケートを見ていただいて、地域コミュニティーの中で自主防災組織が

充実してくるように頑張っていきたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  これで、１１番、小見田和行議員の一般質問を終わります。暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後２時０９分 

再開 午後２時１４分 

 

◎議長（徳永 正道君）  会議を再開いたします。次に、４番、加賀山瑞津子議員の一般質問です。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  議長、４番。 

◎議長（徳永 正道君）  ４番、加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  ２日目最後の質問となりました。よろしくお願いいたします。本日は

通告に従い、２点質問いたします。１番、人材育成と女性職員の活躍について。令和３年度は新しい課の設

置や若手職員の登用とこれからの活力あるまちづくりへのスタートの年となったと感じております。しかし、

豪雨や新型コロナ感染症など終わりの見えない様々な自然災害への備えや周辺市町村との連携など、課題は

山積みでもあります。まずは、職員の専門性を高めるために、どれぐらいの頻度で何人ぐらい、どのような

研修を実施されているのかお伺いいたします。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  研修につきましては、後でまた担当のほうから説明させていただきたいと思います。

研修以外にもですねいろんなやり方があると思うんですが、できるだけ若い職員２０代３０代の職員には、

いろんな課を経験してもらう。異動しながらですね。また４０を過ぎてきたら、やはりもう専門的ないろい

ろその人に合った人材の登用で専門的な職員をつくっていきたいというようなそれが基本的な考えです。そ

の中で、研修もさせていますし、今年は２名を県のほうに派遣でしているところです。詳しいことはまた担

当のほうに説明させます。 
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◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。研修、どのような研修ということでございますが、研修の実績としまして

は、令和元年度につきましては、３６メニュー、職員延べですが、５４９名が参加の研修を行っております。

それから、令和２年度につきましては２４メニュー、延べで２７７名参加の研修を行っております。ただ令

和２年度につきましては新型コロナの影響で中止になったメニュー、研修等もございます。研修の内訳とし

ましては、職場外の研修としまして、熊本県の市町村研修協議会が主催します研修に参加しておるというこ

とで、内容としましては階層別の研修ということであります。新規採用の研修、それから採用後５年目１０

年目、それと新任の係長、新任の課長などの研修に対象者は必ずこう研修に参加すること。というふうにし

ております。また令和元年度からは、希望する職員に対しましては、長期研修となる自治大学校への入校等

などを行っておりまして、高度な研修施設で専門的な知識を学び、職員の資質向上とともに、組織の能率的

な運営に貢献する人材の育成に努めているという状況でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。初任中堅リーダーとそれぞれのレベル別研修も受けているとい

う御報告でございますが、今の答弁の中に、希望者の方は長期の研修にも参加しているということでしたが

これ私老人ホームに行ったときの話なんですが、こういう研修にちょっと遠いところまでも行きたいという

意欲のある職員は、レポートを書いて提出して、それを見てこれだったら言っていいよということで参加と

いう形でしたが、町の場合にそういう希望対象者への行ってこいという後押しっていうのはどういう場合で

されてるんでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。熊本県の市町村のですね研修協議会主催の研修、採用、新規採用、５年目、

１０年目につきましてはわかっておりますので、それは個別に職員にメールで周知いたします。ただ自治大

学校等の長期研修につきましても全職員にこういう研修があるというものをインフォメーションでお示しし

て、それに自ら研修に受けたいという職員が希望をしてくるということです。ただ予算的なものもございま

すので年に数名という状況で研修に参加させておるという状況でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。民間と役場のほうは違いますので、自腹ででも行きますってい

う研修がですね、なかなか出来ないので、人数の区切りがあるっていうのもわかるところではございますが、

まず研修は本人のスキルアップが大きな目的であると思います。私たち議員も研修に行かせていただきまし

て、必ずそのあとには復命報告というものを行っておりますが、役場内においてはどういう形で研修参加者

のあとの分はされてらっしゃるんでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい、研修に参加した職員はですね当然復命書というのをつくっていただいてお

ります。復命書の形としましては研修の資料、また１番表にはですね研修のスケジュールそれから研修に参

加した感想とそれこそまさに復命書という形で決裁を回していただいておるという状況でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。復命書というのがですね確実に皆さんに見ていただくツールに

はなると思うんですが、特に専門性の高い研修に関してどうその課題、または部署内で情報の共有というの

が図られているのでしょうか。果たして復命書だけできちんとそれが伝わっているのでしょうか、お伺いし

ます。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 
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●総務課長（山内 悟君）  はい。情報の共有ということでございますが、例えば長期研修、自治大学校に行

った場合とかはですね法制執務関係の専門の研修に行く職員もおります。そういう場合は当然戻ってきたと

きもですねその職務に従事しておるわけでございまして、例規等の整備の段階では、ほかの課の職員もです

ね課の職員を頼って業務に業務のお尋ねをするということで研修した内容については、広く職員のほうにも

還元出来ているのではないかというふうには考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。それぞれの課でですね受けられる研修自体も違いますので、一

概に技術をこうだああだというのをですね伝えづらい研修もあるかと思いますが、今のこのコロナ禍で研修

が行われておりますが、その状況についてちゃんと現場への情報の共有というのは図られていると副町長お

考えでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  はい、研修後はですねさっきおっしゃいましたように各課でその研修の内容も違い

ますけれども、それを研修を受けた者、受けた内容を同僚の職員が非常に参考になる場合は後で集まって報

告会をしたりですねその検討会をしたりして有効利用を図っていくかと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。実はですね、もうほんとここ数年の想定外の幾つかの幾つもの

自然災害への対応、既に今年５月には大雨により避難所の設営が２回行われております。それぞれの避難所

の運営について職員の皆さんは出ていただいて、本当男女問わず地域住民の安心安全のために対応していた

だいておりました。本当に感謝しております。しかし、そういう形でなかなか役場内の職員さんがですね何

回かこう出られることで交代で休まれてとかいう場面がたくさん出てくる中で、大事な研修も含めてそうい

うのがきちんとその方がいらっしゃらなくてもできるような場面が増えてきてるんじゃないかなという心配

がありまして質問をいたしました。今年の早い梅雨入り、そして昨年７月に豪雨災害も起きておりますので、

本当に皆さん緊張の高い毎日を送っていただいていると思います。そのような状況の中で、今年は新人もた

くさん入社していただいておりますし、その不安が大きい中メンタル的にも業務的にも十分なサポートって

いうのが必要ではないかと思いますので、いま一度その人を育てるっていう部分に関して、町長が今お考え

になってる今後研修で得た情報、技術の共有化、そしてホウレンソウについてお考えのところを伺いたいと

思います。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、私も研修はもう大事というよりもう大好きでですね中小企業大学校が人吉に

あります。私はもう民間の頃は年間に２、３回はあそこに話を聞きに行ってました。近くですので、家から

も通えますので、職員にもですね中小企業大学校を利用するようにと言い始めたときにコロナが始まりまし

たので、そのまんまになってますが、今後ですね民間のいわゆる財務諸表の見方とかですね公会計とか、い

ろんなほんとに民間の手法を手に入れることが出来ますし、受講生は２０名ぐらいですが、若い人たちがた

くさん参加してきます。それと今人吉校ではですね農業の成功事例が結構多くあるんですよ。そういうとこ

ろに参加して、今コロナですから実施されてないかもしれませんが、夜は懇親会の名刺交換会がありますの

で、そういうところでですねいろんな人と交流していく。１番私は職員にお願いしたいのは、やはり行動範

囲をもっと広げてほしいと。いっぱい行動範囲を広げることでいろんな人との交流が生まれてくる。そこか

らいろんなものが情報が吸収出来ますしいろんな気づきがある。そういうことでいろんな研修を活用してい

ってもらいたい。そして行政的な研修だけじゃなくて今言いましたように中小企業大学校等を利用して民間

の研修も受けてみる。それもいいんじゃないかと思います。それと私も新規採用の職員さんとはお話しする
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場を設けたりとかですね、昨年は平成３０年、３１年、令和２年の採用の人たちを９０分ほど私は講話をさ

せていただきました。いろんな機会をつくって若い新規採用の職員さんとも話をするんですが、１か月休み

をあげますから何をしますかって聞いたときに答えが出てこないんですよね。これはちょっとやっぱり問題

かなと思います。やはり１ヶ月休みだったら何をしますって答えがぽんと出てくるぐらいないと私はいけな

いのかなと。それはいろんな事情があっていけないこともありますよ。そういうのを抜きにしてもいけるん

だったらこういうところに行きたいとか、そういうようなやっぱりこう日頃からですねやっぱり夢を持って

もらいたいと。そういうことも考えて研修は重要だと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。もう町長自ら研修大好きということで職員の方にもですねいろ

んな民間の研修も含めて参加してほしいという思いをですねお伝えいただきましたので、私としてもうれし

い限りです。ただもうほんとに役場という職場はですね部署異動であったり人事異動があったりとある意味

専任でされて頑張ってこられた方が、ほかの部署にぽんと異動されるときにどうしてもストレスというのは

今まで以上にかかってくる場面が多いかもしれません。ぜひ職員の皆さんのですねメンタルケアという部分

でもここにいらっしゃる課長、そして係長と自分たちの部下へのある意味での人材教育にも努めていただけ

ればと思います。それでは２番に入ります。ちょうど昨夕の人吉新聞に昨年町が実施した男女共同参画に関

する意識調査結果についてというのが出ておりました。タブレットのほうに入れたかったんですがもう今日

直前ということでしたので皆様にはちょっと目の前ちょっと見づらいと思いますが新聞でご覧になったと思

いますのでポイントだけちょっと読み上げさせていただきます。昨日の夕方人吉新聞ですが、地位平等は３

３.５％、男女共同参画意識調査結果ということで公式ホームページでも公表されている内容です。昨年の

アンケートについて町内全域の１８歳以上の男女１,５００人を無作為に抽出しアンケートを行った。回収

率は３５.６％であったということですが、大きな調査項目が五つありまして、その中で今回の私の一般質

問に関連するところは、１番の社会参画、そして５番の男女共同参画の推進という項目など７項目があった

ということで出ております。女性の活躍が進むとよいと思われる分野については、議会１８.４％、企業の

管理職１７％という回答が多く見られたという内容が出ております。また、職員の皆様ホームページのほう

でもご覧いただければと思います。とあわせてタブレットのほうに入れていただいておりますが、女性の活

躍というトピックスで新聞記事を局長お願いいたします。この女性の活躍っていうところは３点ほど挙げて

おりますが、実はこれを読むとですね、女性が活躍しているというよりも１４０年以上の歴史ある新聞の編

集部門を女性が初めて率いると。アメリカでさえ１４０年ぶりなのだなあと。ここの文章の中に多様性と包

括性という価値感を共有しているという文言があります。また、２番目のところはこれは５月２９日の記事

ですが、米軍軍長官に初の女性昇任と、ここにも中央にアンダーライン引いておりますが多様性という言葉

がついております。多様性、包括性とどういう意味なんだろうと探しましたら英語で言うダイバーシティー、

集団において年齢、性別、人種、宗教、趣味、嗜好など様々な属性の人が集まった状態のこと。包括はイン

クルージョン、企業内全ての従事者が仕事に参画する機会を持ち、それぞれの経験や能力考え方が認められ

生かされる状態のこと。ある意味やっとアメリカでもこれが進んだということなので、当あさぎり町ではい

かがなものかなと思いますが、この結果をちょっとご覧になって今町長はどういうふうにお感じでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  確かにその数字上では余りこう女性が活躍しているような数字は出てませんが、で

も女性のパワーは私はすごいと思います。やっぱりそのジェンダー平等といいますから、男女間の考え方に

格差をつけちゃいけないですが、やっぱり女性は女性の特性がありますし、男性は男性の特性があります。

やっぱりその特性を生かしていくことが一つだと思いますが、そういう観点から見ますと、やはり適材適所
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の人材配置の中で女性の特性を生かした能力を発揮していただく。それがやっぱり女性の能力っていうかそ

れが結局は女性の活躍につながっていくんじゃないかと思います。あさぎり町においては女性はみんな頑張

っておられると思います。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい、この女性活躍というのをですね今もうタブレット、パソコンと

かで見ますとたくさん出てまいります。第一波が１，９００、１９世紀、女性の参政権というのが第一波で

出てまいりますが、第二波１９６０年というぐらいでウーマンリブという言葉を聞かれた職員の方、議員の

方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。私も生まれて少したった頃にこのウーマンリブというのがで

すね世界的に言われる時代を過ごしてまいりました。戦後強くなったものが二つあると。一つはパンティー

ストッキング、これが破れづらくなったと。そしてもう一つが女性だという、いろんなところでですねこう

いう言葉が言われた時期でもありました。先ほどの町長への質問とも重複する部分もあるかと思いますが、

男女共同参画の進展、承認の深まりの中で町として女性職員の役割をどのように捉えていらっしゃるか。頑

張っているっていうのはお聞きしましたが、今後どういうポジションを考えて活躍を期待されているかお伺

いします。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  ぜひ女性の町長が早く誕生していただきたいと思います。女性は素晴らしい能力を

お持ちですが、やはり女性らしさということでその素晴らしい能力をちょっと遠慮がちに使っておられると

ころがあるんじゃないかと。男性を立てていく。そこはまた女性の素晴らしさでもあるんですが、でも決し

て押しのけてという意味じゃなくて、やはりあの仕事、あるいはいろんな主義主張もしっかりと出しながら

そしてやっぱり自分の信念のもとにやはり行動していってもらいたい。私たちはそういう女性の活躍につい

ていろんなそのときにひょっとしたら誤解が生じるかもしれない。あるいはちょっとした摩擦が起きるかも

しれない。そういうときにはそこ辺のところをですねお互いが誤解を解くような行動をしたり、あるいは一

緒に力を合わせてやっていただけるような環境をつくっていく。そういう調整役としてのやっぱり仕事が必

要ではあると思うんですが、そういったところです。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。女性職員のみならず、内閣府の男女共同参画局のページを見て

みますと、女性の活躍の見える化というのがキーワードだということでしたので、ほんと女性町長が出れば

もう１番の見える化につながるかなと私も今聞いておりました。その資料の中で国会議員の女性の比率、衆

議院が９.９％、参議院が２２.９％、世界平均でも２４％、日本は何と１６３位だそうです。また、令和２

年７月の町村、市町村議員ゼロの都道府県熊本県は何と少ないほうから９番目。ワースト１０に九州４県が

入っておりました。これも地域性もあるのだろうなというふうにちょっと感じておりますが、そんな中にあ

ってあさぎり町では女性議員が３人もいる。今回のそれぞれの同僚議員の質問でもありますように、地域の

女性の活躍であったり、ひとり親への子育ての支援、そして教育、女性ならではの視点で細やかな提案がな

されていると自負しております。町民の方やほかの町村の方からもあさぎり町は女性が頑張っていていいで

すねという声をいただいております。本当に励みになります。１２月３日の一般質問でも定数管理、人員、

人材育成についてはお尋ねしてまいりました。タブレットの階級別表を局長お願いいたします。町のホーム

ページ、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づくあさぎり町特定事業主行動計画、非常に長

い文言ですが、それが公表されています。この計画期間が２８年の４月から令和３年ということで先ほどの

新聞記事につながると思いますが、取組の状況の中で、採用関係の目標が２０％、これは２９年が６６.

７％。令和元年も７５％と女性のですね採用試験の受けるのを大きくクリアしているわけです。配置育成教



- 82 - 

育訓練登用関係、課長補佐相当職以上の女性の割合、これも目標は２０％です。２９年が８.８％、平成３

０年１５％、令和元年１１.７％。今ご覧の男女表を見ていただきながらそれも参考にしていただきながら

令和２年度の状況はどうなっているのでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい、令和３年の４月１日現在でお答えいたします。まず職員数でございますが、

総員は１８２名です。ここに書いてありますとおり今タブレットのとおりですね１１５名が男性、女性が６

７名ということで女性の割合が３６.８％でございます。それから課長職につきましてもここに出てるとお

りでございますが、課長職は１６名、全て今のところ１６名ということですので、女性の割合はゼロという

ことであります。それから課長補佐は２１名中３名が女性ということで１４.３％。それからここに主幹と

数字が出ておりますが、役場の中ではですねグループ長という役職がございます。グループ長は２８名おり

まして、そのうち女性は５名ですので、女性の割合は１７.９％というふうになっております。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。今総務課長からの報告も踏まえまして、再度女性の登用につい

てどうお考えなのか、ある意味ですねちゃんと目標は達成している部分もありますし、男女の数を含めます

と全く女性が活躍は出来ていないわけではないかなと思いますが、再度町長にお伺いいたします。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、女性の登用と私はそう意識は余り持たないで、もう適材適所でいきたいと思

います。女性だから逆にハンディを持ってるとか、もうそういう考えもありませんし、どんどんどんどんで

すね、やっぱり前向きに一生懸命進んでいく。それぞれの課を引っ張っていく。そういう人たちを登用して

いきたいと思ってます。ですので、私は女性職員にもですねもっともっと積極的に前に出てきてほしいとい

うところもあります。そういう期待もあります。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。実は私も何も政府の言う女性の活躍イコール管理職とは思って

おりません。というのも、まだ多様な働き方が受入れられる土壌が整っていないのに、そういう課題が解決

していないところでかえって女性職員の負担を大きくするようなことになってはいけないんじゃないかなと

いう心配もあります。ただ、町長が先ほどからの中で心配な職員とはちゃんと向き合って話をしていくとか

相談役になる。そして女性で頑張る人がいたらしっかり応援すると。その言葉をですねやっぱり女性職員も

聞いて励みになると私は思っております。今現在男女共同参画については、町民の方にも参加いただき会議

が開催されていると思いますが、何人の委員で年何回どういうことについて協議がされているのでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  企画政策課長。 

●企画政策課長（船津 宏君）  はい。男女共同参画につきましては４月から企画政策課のほうの所管となっ

ておりまして、現在第２次あさぎり町男女共同参画推進計画の推進期間になっております。ちょっといいの

かとちょっとすいませんそらに覚えておりませんので後に報告したいと思いますが、昨年の場合がですね約

２回ほど開催されておるようでございまして、ちょうどですね第２次男女共同参画推進基本計画が令和３年

度で期限を迎えますことから、本年度中にですね、第三次男女共同参画推進計画の策定を本年度行う計画に

しておりまして、既に委員さんの代表の方とですね担当のほうで打合せを始めておるところであります。一

部に計画だけではなくてですね条例の制定を求める声もあるのも聞いておりますけれども、県内の条例の制

定の状況がですね４５市町村のうち２０町村で４４.４％。球磨郡内では人吉市と山江村さんが制定をされ

ておるところです。何も状況がないところで策定してもですねなかなか浸透しないところもありますので、

その辺の機運の盛り上がりを確認をしながらどういう対応をしていくか今後検討していきたいと思っており
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ますので、ただいま議員御指摘のようにですね、そういう機運の盛り上がりをとらえて進めていきたいとい

うふうに思っております。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。多分私、前回質問したときに８名で女性が６名、男性が２名だ

ったかなというふうにちょっと思っておりますので、数はもう結構です。あとこの女性の活躍は現在先ほど

第１波、第２波と言いましたが、もう第４波の時代になっております。インターセクショナリーとＳＮＳと

いう時代に突入しているそうです。令和２年１２月中学生議会では、パートナーシップ制性的マイノリティ

ーについてという質問まで飛び出しております。私たちもＳＮＳでそうだそうだっていう時にはハッシュタ

グ、ミートゥーというのでですね、いいねを押したりっていうのがもう普通に若い子たちが使っているとこ

ろまで男女共同参画の中の一つの形が見えてきている場面もあります。３月議会のときに学校運営審議会に

ついて質問した際、町長から審議会については各地区地区で選んでいただいた方、参加していただく方で進

めていくというお話でしたのでそれではということでお話をしましたら、幹事会幹部会といった二部方式で

若い人の声を拾い上げる場面も検討してみたいという答弁をいただきました。男女共同参画についても８名

の委員さんと別にですね若者の声を拾い上げる場面はとても大事だと思いますがいかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  世代間の違いによって考え方、価値感も今ほんとに違いますので、やっぱりそうい

うある程度中高年の方々、そして若い人たち、そういう人たちのいろんな考え方を聞くのは大切だと思いま

す。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。この後質問する中にもエスディージーズという言葉が出ており

ますが、このエスディージーズと女性の関係性、こういう項目に女性の活躍は不可欠という言葉もちゃんと

出ております。最終私も町長と一緒で女性の活躍のみならず男性であっても女性であっても障害があっても

本人が仕事にやりがいを感じる。自分らしい働き方が、働き方の先に活躍があるのではないかと思っており

ます。最後に女性だけでなくこれからのあさぎり役場のあさぎり町のこれは本当財産ですので職員さんは、

その人たちの育成についてお伺いしたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、先ほど加賀山議員の質問の中で研修のところから入っていただきましたが、

やっぱりいろんな研修を通してですね、自分の視野を広げてもらいたい。やっぱり行動範囲を広げてもらい

たい。いろんな人との交流の中で、自分の中の人間性を広げてもらいたい。そうするといろんな価値感が出

てくるし、いろんな気づきがあると思います。その気づきの中にこの町の発展につながるものがあると思う

んです。ですから、もう私たちも残りの人生はそう長くありません。でも、今最後の気力をふり絞ってやっ

てるのは、そういう若い人たちが活躍する場をつくっていく。それに私は使命感を持って今取り組んでます。

ですので、若い人たちが失敗を恐れずにいろんなことにチャレンジしてもらいたい。その失敗を大きなもの

にしないように、また失敗でそう挫けてしまわないように、失敗を糧としてまた次の飛躍につながるように、

そういう支えるのが私たちの務めではないかと思います。今うちの職員、私も２年間つき合ってきて本当に

みんな素直で一生懸命頑張ってくれてます。でもやはり一人一人ですねいろんなやっぱり悩みとかそういう

ものも抱えながらやっていると思います。どこまで私たちがその悩みを和らげてやれるかそれはわかりませ

んが、私たちでお手伝いできるものであればやっぱりいろんな悩みが少しずつでも解決して、日々ほんとに

ここに書いてありましたけど、ワークライフバランスですか。そういうような仕事もそれから家庭生活もそ

れから余暇もみんな楽しい日々が送れるように。それが１番の私は人間にとって幸せだと思いますので、や
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はり余り小さいことにこだわらずに大きな気持ちで日々を暮らしてほしいということを職員には何かこう伝

えたいなと思ってます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員、質問要旨の２番目はこれで終わりですか。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい、今度は２番に入ります。 

◎議長（徳永 正道君）  はい、それでは質問の途中ですがここで１０分間休憩をいたします。 

 

 

休憩 午後２時５１分 

再開 午後３時００分 

 

◎議長（徳永 正道君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。それでは２番の質問に入ります。企業版ふるさと納税の現在の

取組状況についてお伺いいたします。先ほどから同僚議員の中でも一般財団法人あさぎり地域づくり推進機

構についての中での企業版ふるさと納税の活用を考えていきたいというお答えがございましたが、施政方針

の柱の一つとして企業版ふるさと納税が挙げられております。今現在協力依頼の具体的な方法というのはど

れぐらいお考えでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  これからやりますのであんまりこう内緒的なことを余り話したくないんですけど、

やっぱりあさぎり町と関わり合いのある企業ですよね、薬草のほうでお世話になってますしまたたばこのほ

うでは日本ＪＴたばこＪＴ日本たばこ産業、そういうふうなところからですねあるいはあさぎり町出身の

方々もいらっしゃいます。そういう方々もいろんな企業に所属しておられましたから、そういう方々の御紹

介とかいろんな形でですね御紹介をいただいたり、また私たちのほうで私たちの取組を御理解いただけると

ころにお願いを行ってふるさと企業納税を働きかけていきたいと思っております。簡単ではないと思います

が、そういうことをやってくれる業者もいますので、２社ほども契約をして準備を進めてますが、そこに頼

ることなくですね、やはり自ら動いてやっぱりふるさと、企業はふるさと納税をお願いしたいと思います。

それは単に納税をいただくだけじゃなくて、その企業とのお付き合いをしていく。そこのいる人たちとの交

流が増えてくる。それがあさぎり町の１番の私は力になると思うんですね。納税をしていただくということ

で活動資金が出てきます。また人との交流で人が育ちます。そういう効果を狙っていきたいと思ってます。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。余り詳しく言いたくないと言いながら町長詳しく説明していた

だいたので、今、今の中にも協力依頼の具体的な方法と依頼先の検討というところは２番目までは行ったと

思います。実は、でも私はこの企業版ふるさと納税という言葉を最初に聞いたときに、これだけ健幸のまち

づくりということで町長が言ってらっしゃるので、まさか地域商社あさぎり財団っていうものに特化したと

ころに企業版ふるさと納税という項目が来るのはあらっと思ってしまった部分がありました。昨日の行政報

告の中で、星印がついた項目の中でポイントを町長が報告されたんですが、医療保育を含めて数えてみまし

たら１０項目ほど福祉関係の項目がありました。町長はふだんから福祉についてはやっぱり目を向けてくだ

さってるんだなあというのがありましたので、今日の質問の中で地域商社あさぎり財団の中でも今の思いが

どういう形でか、こう広がっていかないかなあと頭をちょっとひねってみました。で、この３番目のエスデ

ィージーズとの関連づけのビジョンについてということで、局長、一応エスディージーズの表が執行部のほ

うから出していただいておりますので、ご覧いただき出せますか。なかったですかね。私のだけについてた
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んですかね。では、実はですねこの地域商社あさぎり財団のこの項目の中のＳＤＧｓ、これはＳＤＧｓの１

から１８までの表が私のタブレットにぽんとついていたわけですが、私はこれは町長の施政方針の中で企業

版ふるさと納税の活用、どういう項目が出してあるかなと見ましたら、８番、９番、１１番、１２番、１５

番、１７番と６つの項目がＳＤＧｓに関連してこの項目でやっていくっていうのがありました。しかし、こ

の項目だけを見てもですね、全くときめきませんでした。８番、働き甲斐も経済成長も、９番、産業と技術

革新の基盤をつくろう。１１番、住み続けられるまちづくりを、１２番、つくる責任使う責任。１５番、陸

の豊かさを守ろう、１７番、パートナーシップで目標を達成しよう。多分聞かれた中であっこの１７番だけ

は企業さんとの関連が見えるなあと皆さん感じられたんじゃないかなと思いますが、では、この６つの項目、

具体的にどうこのあさぎり商社の財団設立の中で関連づけていらっしゃるんでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。まずですね一つ私の説明不足がありますので補足したいと思いますが、企業

版ふるさと納税はまちひとしごと創生総合戦略にのっとってやってますので、その中に書いてある福祉とか

子育てとか、そういうものも全てその企業版ふるさと納税で納税していただいた資金をですね活用したいと

思ってます。だから福祉にも使えますし子育てにも使っていきます。決してあさぎり財団だけではありませ

ん。そういうことで今企業版ふるさと納税をお願いするためのパンフレットを今つくってますので、それを

見ていただければおわかりいただけると思います。その中であさぎり財団もあるということです。８番の働

き甲斐も経済成長もということは、やはり若者が活躍する町豊かな町ということでですね働き甲斐があって

経済成長が目的が達成できるということです。それからあと何番だったですかね。９番ですね。産業と技術

革新の基盤をつくろう。これからスマート農業だとかデジタル化とかそういうものが出てきますので、やっ

ぱりそういう技術革新の基盤をつくっていって産業を活性化させていこうというところです。それから住み

続けられるまちづくりというのは、これはもう持続可能なまちづくりということでですね。先ほどから小見

田議員も聞かれた人・農地プラン、やはり人と農地を結びつけていく。そして若い人たちがまた新規に農業

に参入していただけるようなお手伝いをしていく環境をつくっていく。そういうことにつながると思います。

それから、あとは１２番やったですかね。１２、１５、１７、１２はやっぱりつくる責任使う責任。これは

ある意味地産地消という意味も込めてですね、やっぱりそういうような社会の役に立つものをつくりながら、

それをちゃんと私たちも責任を持って使っていく。今グローバル化で海外の安いものがどんどん入ってきて

ますけど、できるだけ地元で出来たものを地元で回していこうというような考えです。それから、陸の豊か

さを守ろうというのはやっぱり農業林業、それが海を守るということにもつながるわけですよね。それとパ

ートナーシップで目標を達成しよう。やはりたくさんの人と関係人口をつくっていくという言葉が今よく使

われますけども、人との交流の中でいろんな我々がまだ気づいていないあさぎり町の可能性をどんどん引き

出していきたいと。そういうような意味を込めてこれを選んだんだと思います。そのほか貧困をなくそうと

かですね、子供の貧困とかですね。そういうことを福祉の面でもいろいろやっていこうと考えています。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。実は議員にはですね地方議員という本がありまして、そんなか

にもあったものとちょっとあわせてしてるんですが、ふるさと納税が始まったときにいち早く取り組んだと

ころは企業版ふるさと納税もうまく乗れていると。乗り遅れたら駄目だよというのが書いてありましたので、

今町長の中でですね構想されているもの、実は私もこの質問するに当たってエスディージーズ１７項目いつ

もノートには入れておりましたが、それぞれの項目のより具体的なところですね今回書いて読み込んでみま

した。例えばさっきの１５番陸の豊かさを守ろう、これは海の豊かさにもつながると町長言っていただきま

したけど、陸上生態系の保護回復及び持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対応、土
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地劣化の阻止及び逆転並びに生物多様性損失の阻止を図ると。ここまでしっかり読んでいくとこの中でこう

いうのができるんじゃないかなあというのが、より具体化するかなと思っております。今、町長に答弁をい

ただきましたが、今回は政策課そして企画、企画政策課、そして財政課と別々の課でそれぞれ動いていただ

けることになりましたので、ぜひ担当部署もそこまでですね内容をシェアして進むとより素晴らしい企業版

ふるさと納税につながるのではないかと思います。実は私も外資系の企業に勤めている方、そして今１億円

越えの事業をされてらっしゃる方、そして通信会社に勤めてる方、いろんな方からこういう質問するんだけ

どアドバイスをくださいと言いましたら、結構やっぱ偉い人のほうがアクションが早いんですね。すぐにお

答えをいただきまして、ある方は昨年はあさぎり町は水害被害があっているので、そういうことに関しては

手を伸ばしていきたいと。手を向けていきたいと。やっぱり自然の中で育てているものが財産ですよねとい

うお答えをいただきました。また、電通ではないんですがそういう電子機器のほうにお勤めの方はどんな企

業を狙っているのかっていうのをしっかりポイントを絞ったほうがいいですよと。福祉事業であれば例えば

高齢者の見守りであったりひとり親の支援であったりとかヘルパーチケットとかそういう具体的なものがあ

ったほうがこれだったら私たちは支援しますというのが言いやすいですよねと。で、納税のストーリーや絵

コンテっていうのがあるほうがプレゼンはしやすいと思いますよ。また、外資系の銀行にお勤めの方は、寄

附の見える化っていうのでですね、目的に寄附は決まっているわけだけど用途が明確であると。ふだん今皆

さんが見てらっしゃるふるさと納税のページの項目は選んでくださいって言うけど具体的に何なのかわかり

づらいですよという御指摘もいただきました。私は今度新町２０周年に向けて様々な計画が進んでいると考

えております。企業版のふるさと納税の寄附者の方には来場いただいて、町のよさを直に体験していただき

たいと。コロナ禍で行動が制限されている今だからこそじっくり熟成のチャンスだと思いますが、町長いか

がでしょうか。最後にお伺いします。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。この企業版ふるさと納税はもう令和２年昨年の４月に取りかかろうと考えて

いるところでコロナが発生しまして、そのあと７月豪雨が来まして、もうちょっとその間ですね頭の中から

ちょっと消えてました。１１月になってふるさと納税もあるんだと思ったら、よその町ではですねもう２０

億集めたとかという話も漏れ聞くともうもう気持ちがあせってしまって、早く早く立ち上げないとというこ

とで準備をしてきてます。民間の業者にもお願いしてますが、やはり民間の業者のスピード感を持ってたら

これじゃ金が集まらないと思いましたので、もうこれは私たちも自分たちでやろうと。いうような決断もし

たところです。とにかくですね、いろんなことにチャレンジしていくことが大事だと思うんです。チャレン

ジしてうまくいかないところもあるかもしれません。うまくいかなかったときにそこで諦めたら失敗なんで

すよね。そのうまくいかなかったところをどうまたやり方を変えてやっていって、そして成果を上げていく

か、そういう過程の中で私は周りの人たちがしっかり私たちの熱意を受け止めてくれると思うんです。そう

いうことによってこの町はどんどんどんどんいろんな能力を持った人たちが活躍してくれる町になっていく

と思いますので、まずはこういう一つのツール、企業版ふるさと納税だとか、あるいはまち・ひと・しごと

地方創生総合戦略とかですね。そういうものを実現していく。そういう熱意を持って取り組んでいく。失敗

してもくじけない。そういうハングリーな精神も見せていく。そういうことが１番私は大事ではないかと思

ってます。答えにならないかもしれませんが。 

◎議長（徳永 正道君）  これで４番、加賀山瑞津子議員の一般質問を終わります。ここで１０番皆越てる子

議員の一般質問への答弁の訂正の申出が会計管理者よりあっておりますので、これを許可します。会計管理

者。 

●会計課長（土肥 克也君）  はい。本日、１０番議員からの一般質問の中で、口座振替に係る金融機関への
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取扱い手数料について答弁させていただきました。金額の幅を申し上げましたが、最も安い単価につきまし

て私は１１円と答弁いたしました。１１円ではなくて１０円でございましたので、ここで訂正をさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

◎議長（徳永 正道君）  以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれにて散会します。 

●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。 

 

 

午後３時１７分  散 会 

 


